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平成２９年上富良野町決算特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２９年１０月４日（水曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 ８号 平成２８年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 ９号 平成２８年度上富良野町企業会計決算の認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

１ 正・副委員長選出 

開会宣告・開議宣告 

２ 議案審査 

  (1) 付議事件名〔平成２９年第３回定例会付託〕 

    議案第 ８号 平成２８年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

    議案第 ９号 平成２８年度上富良野町企業会計決算の認定について 

  (2) 日程 

    書類審査〔第２会議室へ移動し２分科会による全体審査〕 

散会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長  村 上 和 子 君   副 委 員 長       岡 本 康 裕 君 

   委   員  中 澤 良 隆 君   委   員  佐 川 典 子 君    

   委   員  長谷川 徳 行 君   委   員  金 子 益 三 君    

   委   員  北 條 隆 男 君   委   員  竹 山 正 一 君    

   委   員  荒 生 博 一 君   委   員  髙 松 克 年 君    

   委   員  米 沢 義 英 君   委   員  中 瀬   実 君    

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     教 育 長         服 部 久 和 君 

 代表監査委員         米 田 末 範 君     監 査 委 員  今 村 辰 義 君 

 会 計 管 理 者         藤 田 敏 明 君     総 務 課 長         宮 下 正 美 君 

 企画商工観光課長         石 田 昭 彦 君     町民生活課長         鈴 木 真 弓 君 

 保健福祉課長         北 川 徳 幸 君     農業振興課長         辻     剛 君 

 建設水道課長         佐 藤   清 君     農業委員会事務局長  北 越 克 彦 君 

 教育振興課長         北 川 和 宏 君     ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君 

 町立病院事務長  山 川   護 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         林   敬 永 君     次 長         岩 﨑 昌 治 君          

 主 事         菅 原 千 晶 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○事務局長（林 敬永君） 決算特別委員会に先立

ちまして、議長と町長から御挨拶をいただきたいと

思います。 

 初めに、西村議長、お願いいたします。 

○議長（西村昭教君） おはようございます。 

 きょうから３日間、決算特別委員会ということ

で、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 決算に当たりまして、議員必携にも、何回か私も

読んだのですが、改めて読み直してみると、やはり

なるほどなということでありますけれども、ここに

書いてありますように、重要な意義は、行政評価の

客観的判断と、今後の改善や反省事項の把握と活用

ということであります。決算は単に認定して終わり

ではなく、その結果をまちの財政運営の一層の健全

化と適正化に役立てるという、将来に向けての前向

きな意義があるということでありますので、主要成

果の調書もついておりますし、９月の定例会に出さ

れて、十分目を通す時間もあっただろうと思います

ので、きょうはそういう中で、確認の質疑になろう

かと思いますけれども、また来年度の予算に反映さ

れるように、十分審議されるようお願いを申し上げ

たいと思います。 

 また、あわせて、理事者及び課長の皆さん方に

は、親切丁寧な説明も含めてよろしくお願いを申し

上げたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いします。 

○事務局長（林 敬永君） 続きまして、向山町長

から御挨拶をいただきます。 

○町長（向山富夫君） 皆さん、おはようございま

す。 

 議長のお許しをいただきまして、決算特別委員会

開会に当たりまして、一言だけ御挨拶を申し上げた

いと思います。 

 １０月に入りまして、クールビズも終わりまし

た。いよいよ秋も深まってきたなという感を深めて

いるところでございますが、きょうから３日間、決

算特別委員会を開催していただくことに対しまし

て、まずお礼を申し上げたいと思います。 

 先般の９月の台風を含めまして、ことし１年間、

今のところおかげさまで自然災害の大きな被害もな

く、収穫の秋を迎えることができました。ただ、少

し天候が不順なものですから、収穫に影響がなけれ

ばいいなと心配をしているところでございます。 

 さて、決算特別委員会に当たりまして、私どもと

いたしましては、限られた予算の中で最大限の効果

を発揮するというのが課せられた使命でございま

す。 

 そういった意味におきまして、この３日間、皆さ

ん方の御審議を賜りまして、次の将来のまちづくり

のかてに私どももさせていただきたいと、そんなふ

うに感じておりますので、よろしく御審議賜りまし

て、認定いただきますようお願い申し上げまして、

御挨拶とさせていただきたいと思います。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○事務局長（林 敬永君） 正副委員長の選出でご

ざいますが、平成２９年第３回定例会で、議長及び

議会選出の監査委員を除く１２名をもって決算特別

委員会を構成しておりますので、正副委員長の選出

につきましては、議長からお諮りをお願いいたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 正副委員長の選出について

お諮りをいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長ということで御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、決算特別委員会の委員長に村上和子君、

副委員長に岡本康裕君と決しました。 

○事務局長（林 敬永君） それでは、村上委員長

は、委員長席へ移動をお願いいたします。 

（村上委員長、委員長席へ移動） 

○事務局長（林 敬永君） それでは、村上委員長

から御挨拶をいただきます。 

○委員長（村上和子君） 皆さん、おはようござい

ます。 

 決算特別委員長の就任に当たりまして、一言御挨

拶申し上げます。 

 委員各位も御存じのとおり、国の景気はゆるやか

な回復基調が続いているというものの、地方財政の

行政需要に対して必要な財源確保が依然として厳し

い状況が続いております。 

 歳入の審査に当たっては、収入確保の努力が十分

なされていて、その実績が上がっているかどうか、

歳出の審査に当たっては、支出が歳出予算の目的ど

おり適正、適法になされているのか、成果が十分達

成されているかどうか、費用を活用し、住民のため

にどのような効果をもたらしたか。ややもすれば執

行済みのものとして軽んぜられる傾向にあります

が、きょうから３日間にわたり、真剣かつ慎重に御

審議賜りますよう、委員各位の御理解と御協力をお

願いいたしまして、委員長就任の挨拶といたしま

す。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

────────────────── 
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◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○委員長（村上和子君） それでは、ただいまの出

席委員は１２名であり、定足数に達しておりますの

で、これより決算特別委員会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本委員会の議事日程等について、事務局長から説

明いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御説明申し上げます。 

 本委員会の案件につきましては、平成２９年第３

回定例会において付託されました、議案第８号平成

２８年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定につ

いて、議案第９号平成２８年度上富良野町企業会計

決算の認定についての２件であります。 

 本委員会の議事日程につきましては、お手元に配

付いたしました議事日程のとおり、会期は本日から

６日までの３日間とし、本日は、これより会場を第

２会議室に移し、２分科会にお分かれいただきまし

て、各分科会において分科長を選出し、各会計の書

類審査をお願いいたします。 

 なお、終了時間につきましては、正午をめどにお

願いいたしたいと思いますが、状況により判断をお

願いいたします。 

 ２日目の、あす、５日でございますが、議事堂に

おきまして、一般会計の質疑を決算書により行いま

す。 

 なお、歳出につきましては款ごとに質疑を進めま

す。 

 ３日目の６日は、議事堂におきまして、特別会計

及び企業会計決算の質疑を決算書により行います。

その後、分科会ごとに審査意見書案の作成、全体で

審議をして成案を決定、理事者に審査意見書を提出

し、理事者の所信表明、討論、表決という順序で進

めます。 

 なお、分科会の構成は、１３番村上委員長を除

き、第１分科会は議会選出の５番今村監査委員を除

く議席番号１番から６番までの５名の委員、第２分

科会につきましては議席番号７番から１２番までの

６名の委員となります。 

 最後に、本委員会の説明員につきましては、町長

を初め議案審議に関する課長、主幹並びに担当者と

なってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） お諮りいたします。 

 本委員会の議事日程については、ただいまの説明

のとおりにしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいまの説明

のとおりと決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは委員長

の許可としたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱い

は委員長の許可とすることに決しました。 

 これより、本委員会に付託されました議案第８号

平成２８年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定

について及び議案第９号平成２８年度上富良野町企

業会計決算の認定についてを議題とします。 

 本件は、さきに説明が終了しておりますので、直

ちに分科会を開催し、各分科長を選出の上、地方自

治法第９８条第１項の規定による書類審査を行いま

す。 

 なお、本委員会の書類審査は、各会計歳入歳出決

算及び企業会計決算の審査とします。 

 事前の資料要求がありましたので、さきに配付の

とおりですので、審査の参考にお願いいたします。 

 念のために申し上げます。 

 書類審査により知り得た事項の中には、秘密に属

する事項があるかと思いますが、これについては外

部に漏らすことのないように、十分に御注意願いま

す。 

 また、審査に当たって、所定の書類以外に必要な

資料等がございましたら、各分科会で協議し、決算

特別委員会審査資料要求書に必要事項を記入の上、

委員長に申し出てください。 

 なお、資料要求は本日の書類審査までとし、あす

以降の質疑応答中は要求することはできませんの

で、御注意願います。 

 これより、会場を第２会議室に移しますので、そ

の間、暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午前 ９時１０分 休憩 

午前 ９時１５分 再開 

─────────────── 

以下第２会議室にて 

書 類 審 査          

午後 ０時００分 散会 
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   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     平成２９年１０月４日 

 

 

   決算特別委員長    村 上 和 子 
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平成２９年上富良野町決算特別委員会会議録（第２号） 

 

平成２９年１０月５日（木曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 ８号 平成２８年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

開議宣告 

１ 議案審査 

  議案第 ８号 平成２８年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

   (1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入） 

     １款（町税）～２１款（町債） 

   (2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出） 

     ①１款（議会費）～２款（総務費） 

     ②３款（民生費） 

     ③４款（衛生費） 

     ④５款（労働費）～７款（商工費） 

     ⑤８款（土木費） 

     ⑥９款（教育費） 

     ⑦１０款（公債費）～１３款（災害復旧費） 

散会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長  村 上 和 子 君   副 委 員 長       岡 本 康 裕 君 

   委   員  中 澤 良 隆 君   委   員  佐 川 典 子 君    

   委   員  長谷川 徳 行 君   委   員  金 子 益 三 君    

   委   員  北 條 隆 男 君   委   員  竹 山 正 一 君    

   委   員  荒 生 博 一 君   委   員  髙 松 克 年 君    

   委   員  米 沢 義 英 君   委   員  中 瀬   実 君    

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     教 育 長         服 部 久 和 君 

 会 計 管 理 者         藤 田 敏 明 君     総 務 課 長         宮 下 正 美 君 

 企画商工観光課長         石 田 昭 彦 君     町民生活課長         鈴 木 真 弓 君 

 保健福祉課長         北 川 德 幸 君     農業振興課長         辻     剛 君     

 建設水道課長         佐 藤   清 君     農業委員会事務局長  北 越 克 彦 君 

 教育振興課長         北 川 和 宏 君     ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君 

 町立病院事務長  山 川   護 君     関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         林   敬 永 君     次 長         岩 﨑 昌 治 君          

 主 事         菅 原 千 晶 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（村上和子君） 御出席、御苦労に存じま

す。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会２日目

を開会します。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程については、さきにお配りしまし

た日程で進めていただきますようお願い申し上げま

す。 

 これより、平成２８年度上富良野町各会計歳入歳

出決算の認定に関し、質疑を行います。 

 初めに、各会計決算の一般会計より質疑を行いま

す。 

 一般会計の歳出については、款ごとに調書及び資

料とあわせて質疑を行います。 

 委員及び説明員にお願い申し上げます。 

 審議中の質疑、答弁につきましては、要点を明確

にし、簡潔に御発言されるようお願いいたします。 

 なお、質疑の方法は、一問一答で１項目ごとに質

疑を行いますので、質疑のある場合は挙手の上、議

席番号を告げ、委員長の許可を得てから自席で起立

し、ページ数と質問の件名を申し出て発言願いま

す。 

 また、説明員は、挙手の上、職名を告げ、委員長

の許可を得てから自席で起立し、答弁願います。 

 それでは、質疑に入ります。 

 最初に、歳入、１款町税の２２ページから２１款

町債の６１ページまで、一括して質疑を行います。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ２２ページで、町税のこと

でちょっと質問をさせていただきます。 

 ２８年度分は滞納繰越分が３５.９％、現年課税

分が１００％で、合計で９９.６％と、高い収納に

なって、徴収をされておりますけれども、生活保護

に至らないような状態で、生活困窮者というか、生

活が困難ではないかなというような、納税はされて

いても、そういうような感じの方というのは何人ぐ

らい把握されているか、そこら辺はわかりますで

しょうか。 

○委員長（村上和子君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（斉藤 繁君） ３番佐川委員

の御質問にお答えいたします。 

 生活困窮者のことなのですが、特に生活保護等を

受けられている方は、町民税とかは発生いたしませ

ん。国保税も発生いたしません。固定資産税につい

ても減免措置を講じておりますので、それらを除い

て、ほぼ１００.０％ということになっておりま

す。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 質問の仕方がちょっと悪

かったかなというふうに思ったのですけれども、要

するに滞納者の中で、納めづらいというような、そ

ういうような把握というのはできていますでしょう

か。要するに家計をうまくできないというような方

たちも結構いらっしゃる。この間、何かで聞いたの

ですけれども、生活プランを立てづらい人たちがい

て、税を納めることもできなくなってしまったりと

いう方がいらっしゃると。自治体の中では、そうい

う方の生活設計を何とかしてあげたいということ

で、そういう取り組みをしている自治体もあるとい

うふうに伺っているのですよね。そこら辺について

も含めて、ちょっと伺いたいなと思ったのです。 

○委員長（村上和子君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（斉藤 繁君） ３番佐川委員

の御質問にお答えいたします。 

 滞納繰越分につきまして、例えば町民税ですと、

２０名の方がどうしても残ってしまっていたわけな

のですが、そのうち１２名、固定資産税などについ

ても同じように、ほとんど分納誓約を、滞納者の方

とお約束して、毎月決まった額を納めてもらってお

ります。生活、収入等にあわせて納めてもらってい

ます。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ３番佐川委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 今、収納対策班主幹のほうから、滞納者に対する

実態については報告させていただきましたが、佐川

委員が御質問されている、実際に生活の、暮らしの

中で、その方たちの実態をどのように把握している

かという御質問だったかと思われますが、必ず私ど

もは、うちの収納対策の担当者は、お電話または窓

口において、個別にきちっと記録をとり、その方の

生活実態についてはお話を伺わせていただいており

ます。ただ、生活の実態におきましては、皆様のお

金の使い方がさまざま異なるというふうに聞いてお

ります。今、佐川委員が御心配のように、本当に食

べることも暮らすことも教育にかけるお金もないと

いう方は、現在のところは、そういう方が出た場合

には、必ず保健福祉課のほうの担当のほうにおつな

ぎして、生活保護の対象になり得るような世帯につ

きましては、庁内連携をもちまして対応させていた

だいているところでございます。 

 今、収納対策のほうで担当している中では、全員
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の方とコンタクトがとれておりますので、今、委員

御心配のような案件については、まちの中の実態と

してはないということで報告させていただきます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 今聞いて、少し安心しまし

た。というのは、要するに家計簿をつけることもで

きなかったり、自分たちのある程度の収入は、年金

で暮らしていても、暮らし方が上手に、今の時代

で、わからないというような、そういう高齢者の方

もいらっしゃいますので、そこら辺についても手厚

く、どういうふうな生活をすれば納税もしやすくで

きますよとかという、そういう家計のやり方を教え

てあげるという、そういうことも大切かなと。収納

で、納めてくれることばかりではなくて、生活保護

に移行するだけがラインではなくて、保護するとい

うか、家計のやり繰りを教えてあげるプランナー的

な、そういうものも今後考えていっていただければ

いいなというふうに思ったものですから、そこら辺

もよろしくお願いしたいなというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ３番佐川委員の御

質問にお答えいたします。 

 今、佐川委員の御発言のとおり、さまざまな暮ら

し方をされている方は、実態として私どももお伺い

しております。若い、子育てをする世帯の方、ま

た、成人されている、社会的地位のある方、高齢者

の方、さまざまな生活、暮らし方が、今、多様化し

ております。その中で、いろいろと、今、佐川委員

が御発言いただいたとおり、なかなかお金の使途に

ついて明確にできていない方もいらっしゃるという

ふうに聞いておりますので、その辺については、い

ろいろとうちの職員も、うちの町民生活課だけでは

ないと思いますが、いろいろなところでそういう御

相談を受けたときには、全課、連携させていただい

て、相談窓口の対応はしていただけるように調整さ

せていただいていきますので、今後ともよろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 町税のところで、各会計

の決算意見のところで、不納欠損額の状況というの

があります。町民税は１件、固定資産税が４件とい

う形になっておりまして、前年度よりは不納欠損額

の状況も減っているという状況が見受けられます。 

 そこでお伺いしたいのは、不納欠損に至るという

ことでは、基準があるかというふうに思います。今

まで聞いてきた範囲の中では、払う能力がない、そ

の他、生活保護というような形の状況、全く居所不

明というような、そういった形の中で、最終的には

不納欠損になるという状況があると聞いております

が、もう一度確認させていただきますが、２８年度

においては、町民税、固定資産税の不納欠損という

のはどういう理由の中で処理されているのか、その

点、確認しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（斉藤 繁君） １１番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 ２８年度の不納欠損の理由についてですが、町税

で居所不明が３名、生活困窮が２名、計５名となっ

ております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 当然、十分な調査もされ

た上で、追跡調査もされた上の結果の処理という形

になっているかというふうに思いますが、もう一度

この点、どういうふうな実態調査をされた結果なの

かということをお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（斉藤 繁君） １１番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 経過は、日々調査いたしております。居所不明の

者に対しては、戸籍、住民票など、最後の住所であ

ろう、戸籍等のある市町村に請求して、常に追跡調

査しております。生活困窮者についても、同じく生

活保護が継続しているかどうかというのは定期的に

調査しているところであります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ２９ページ、墓地使用許可

というところの質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 予算でも２８年度は４０万円になっております。

墓地の使用料で、今、４２万円の計上というふうに

なっているのですけれども、たしかこれ、２７年度

に１,９００万円ほどかけて、新区画を造成、整備

したと思うのですけれども、こういったもので予測

を立てるのは大変難しいですし、利用者がそれぞれ

選ぶことになりますので、どうだということも本当

に難しい予想で、こういうような数字も上げてい

て、それに近い分の収入も得ているということです



― 8 ―

けれども、２８年度に、２７年度に整備した新しい

新区画の申し込み者というのですか、それとか、そ

の内訳はどんなふうになったのか、そこら辺を伺い

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） ３番佐川委員の

御質問にお答えします。 

 平成２７年度造成区画の部分についてですが、平

成２７年末現在で、１０年度造成したところが３個

という形で、平成２７年度、６３区画整理させてい

ただいています。平成２７年度の造成地の部分につ

いては、平成２８年度については２件の申し込み、

平成２９年、ことしが１件で、平成２７年度の分に

は３区画の申し込みがありました。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ４２万円の計上の内訳も一

緒に伺ってもよろしいでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） 内訳ですが、平

成４年度造成区画が１区画で６万円、平成８年度造

成地が２区画で、２件の８万円で１６万円、平成２

７年度造成が２区画かける１０万円で２０万円、合

計４２万円というふうになってございます。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ちょっと伺いたいのですけ

れども、今後に関してなのですけれども、２８年度

に墓地、いろいろな新しい墓地とかもできたり、核

家族やら、墓地を見届けられないというか、遠くに

住まわれるような形になったのでということで、墓

地の返納者というのもあるかと思うのですけれど

も、そこら辺はどんなふうな感じで動いたのでしょ

うか、２８年度分でちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） ３番佐川委員の

御質問にお答えします。 

 平成２８年度の返還件数でございますが、合計で

１０件でございます。内訳としまして、納骨堂への

移転が４件、町外の墓地移転が１件、新造成地への

移転が２件、未使用の返還数が３件となってござい

ます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで歳入の

質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、歳出の質疑を行い

ます。 

 歳出につきましては、先ほど申し上げました款ご

とに質疑を行います。 

 最初に、１款議会費の６２ページから２款総務費

の１０３ページまで、一括して質疑を行います。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 決算書７７ページ、成果報

告書１８ページ、定住・移住促進費に関してお伺い

いたします。 

 まず、成果報告では、実績は昨年よりも伸びてい

るということで、一定程度の成果は見られるという

ことで認識しておりますが、ホームページの年間ア

クセス件数が２,０００少々減っているという要因

の中に、私もホームページのほうを拝見しました

ら、更新日時が昨年の１２月１９日から、まずお知

らせ欄というのは１件も更新がなされていません。

例えば空き地、それから、賃貸の物件の紹介という

ところのページにおいても、どう考えても、真冬の

雪が山のようになっている土地に関して、これをど

うぞという形でのプレゼンテーションというのは、

全く周囲の状況もわからず、そんな写真をアップし

ていること自体、やる気のなさが感じられるのです

が、その件に関してお伺いします。 

○委員長（村上和子君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（深山 悟君） ９番荒生委員の

御質問にお答えいたします。 

 移住・定住のホームページにつきましては、まち

のほうで直轄で更新している状況でございます。空

き地とか空き家物件等々については、申請のあった

ときに更新するような形で進めてございます。たま

たま荒生委員が閲覧されたときには、申請はちょっ

ととまっていたのかなというようなことでございま

す。あくまでも新たに申請があったら、即、直轄で

ホームページの更新をするような手続をとっている

ところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） その土地の、先ほどの雪山

の画像というのは、地権者から役場のほうに、どう

でしょうかということでの紹介で、それをそのまま

アップしているということでよろしいのですか。 

○委員長（村上和子君） 企画政策班主幹、答弁。 

○企画政策班主幹（深山 悟君） あくまでも申請

のあったときに、現状のほうの写真、たまたまそれ

が冬だったということで、そのような掲載の仕方に

なってございます。ただ、まちとしましても、冬で

わからないということは当然ございますので、逐

次、ホームページの管理を徹底していきたいと思い
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ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） では、更新等にも、他の自

治体、一生懸命やられているようなところでは、一

月に５回も６回も、最新のまちの情報というのを

アップしています。 

 ちょっとこれは決算から離れるかもしれないので

すが、９月の定例会の予算で、移住・定住促進の

フェアが、当初の予算にはなく、補正で２カ所行け

るような報告がなされましたけれども、本当に定

住・移住の促進を図るのであれば、次年度以降、当

初予算でその費用というのを見るというお考えはな

いのか、確認させていただきます。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） ９番荒生委員

の御質問にお答えいたします。 

 ホームページ等のアップの情報等につきまして

は、地権者なり建物の所有者等からいただいた写真

等を掲載させていただいているということになって

おります。 

 また、今、委員のほうから御指摘ありましたよう

に、例えば申請のときが冬であれば、当然、周りの

状況等が、一面が雪であれば、一体どういう地形な

のか、土地なのかということもわからないこともあ

りますので、その辺は私たちのもう少し気を使った

対応も必要なのかなということで反省もさせていた

だきたいと思いますし、雪が解けた時点で、その地

権者に再度写真を求めるようなことも今後必要なの

かなということで、反省材料にさせていただきたい

なというふうにも思います。 

 移住フェアの関係につきましては、２９年度の予

算の追加補正につきましては、名古屋、大阪フェア

に開催させていただく補正を今回させていただきま

した。それから、次年度以降の対応については、御

意見ということで承らせていただきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） お伺いしたいのは、例え

ば町政運営実践プランの２８年、この中に、住み続

けたい、住んでみたいと思える魅力あるまちづくり

という形で、移住者にアピールしましょうというよ

うな、そういう問いかけで、また、それに基づいた

まちづくりを、移住者に対する魅力を提供していき

ましょうというような計画だったかというふうに思

いますが、そうしますと、今の同僚委員から述べら

れた意見というのは非常に貴重なもので、四季があ

りますから、四季折々というところまでいきません

けれども、ある程度、夏場、冬場というような形

の、やっぱりそういう提供の仕方というのは当然だ

というふうに思いますが、この点、当然、今後検討

していくという話でありますから、そういった点で

は、実践プランからしても、若干横道にそれている

か、もしくは、ちょっと人員が足りないのであれ

ば、きちっと人員の配置をしなければなりません

し、手が回らないということであれば、そういうこ

とも検討しなければならないと考えますが、その２

点についてお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） １１番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 まちにおいては、さまざまな定住・移住促進計

画、それから、今、委員のほうから御発言をいただ

きました、町政運営実践プラン等においても、基本

的なまちのスタンスとして、住んでいたい、住み続

けたいという、そういうまちづくりに向けて取り組

んでいるところであります。 

 そのようなことから、移住者に対しましても、積

極的にまちの魅力をＰＲしていこうということが一

つの戦略として取り組みの目標になっておりますの

で、そういうことにこれからも努めていきたいとい

うふうに思っておりますが、そういったＰＲが少し

不足しているのではないかと。例えばまちのホーム

ページ等を見ても、もう少し知恵があるのではない

かというような御指摘かというふうに思います。ま

ちのホームページには、ホームページの中に定住・

移住のコーナーもありますけれども、そちらから逆

にいろいろなところにまたリンクできるような、そ

ういう手法も考えていかなければ、移住のページだ

けで全てが完結できるものではないというふうに思

いますので、移住のページをごらんになった、そう

いう希望される方が、地域の魅力を感じていただけ

るような、例えば観光協会のページや何かにも移行

できるような、それは仕組みの問題だと思いますの

で、そういうことも努力をしていきたいなというふ

うに思います。 

 もう１点が、体制といいますか、人事配置の御質

問かというふうに思いますが、まちにおいては、行

政全般にわたって、限られた人材資源の中で効率的

な行政運営を進めていくということかというふうに

思います。私どもの部署が人が足りないとか足りる

とかという、そういうことでのお答えについては、

私のほうからはなかなか答弁しきれる質問ではござ

いませんけれども、全ての部署において、限られた



― 10 ―

人材で効率的に行政運営に努めていきたいというふ

うに考えております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ、恐らく体制の問題

も、見ていましたらいろいろあるなというふうに

思っていますので、いろいろ改善点が必要かという

ふうに思っています。 

 それで、この点でお伺いしたいのは、決算資料に

基づけば、設問も１０点ばかりされております。 

 その中で、改善点、９問目なのですが、トイレの

狭さだとか、古さだとか、備品の更新だとか、いろ

いろ挙げております。また同時に、自然の美しさ、

上富良野町、食べ物だとか、そういったよさを挙げ

ています。 

 設問４では、滞在の中でどういう生活をしていま

すかということでは、旭山動物園だとか、町内散策

だとか、いろいろ地域をめぐっているという形の内

容になっているのかなというふうに思います。 

 ただ、ここで住みたいまちかどうかというところ

では、なかなか設問の回答がなかったのかなという

ふうに思いますが、恐らくこれを見る限りでは、実

績では移住された方もいますが、一時的に滞在をし

てみて、このまちのよさを知ろうというような傾向

が強いのかなというふうに思いますが、こういった

面で、この設問の中に、もっと上富良野町に住みた

いかどうかということも含めて、そういった、それ

では何が足りないか、必要なのかということで、部

分には書かれてありますけれども、そういう設問の

仕方というのも必要になってくるのではないかなと

いうふうに思いますが、この点をお伺いいたしま

す。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） １１番米沢委

員の、お試し暮らし住宅を御利用いただいた方たち

のアンケートに関する御質問にお答えさせていただ

きます。 

 ２７年９月から体験住宅を御利用いただいた方

に、出るときにアンケート調査をさせていただいて

おりまして、これまで全ての方にお答えをいただい

ておりますが、今、委員の御発言にありましたよう

に、例えば一番最初の設問や何かに、上富良野のま

ちの暮らしを体験して、例えば将来、移住・定住や

何かのときに上富良野に移住したいと思いますか、

いかがですかというような設問を入れるようなこと

はそんなに難しい改善策ではありませんので、どう

いうような質問項目にしたらいいのか、最終的な

データを集積するためにも、どういった形での質問

項目がいいのかということは常々検討させていただ

きたいなというふうに思います。改善はそんなに難

しいことではないので、なるべく早くそういうもの

には取り組んでまいりたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そこで、次にお伺いした

いのは、上富良野町が、今後、定住・移住という形

で、上富良野町の総合戦略に基づいて、人口をふや

そうという計画がなされております。上富良野町と

いうのは特殊なまちというか、自衛隊がありますか

ら、資料統計を見ましても、自衛隊の転入、転出と

いう形で、比較的やっぱり公務員の方が多いという

形で、その動態によって人口もふえたり減ったり、

ときの情勢の変化によって、そういう私たちが予想

できない部分というのはたくさんあるというふうに

考えております。そうしますと、どこに私たちは人

口をふやす目標設定をしなければならないのかとい

うことになってくるのだろうと思います。そうする

と、この定住・移住、あるいは地元の産業を育て

る、こういったところまで踏み込んだ中での、やは

り人口をふやす戦略をきっちり持たなければならな

い。そのためには、この定住・移住の中で、やはり

住宅の古さだとかがあります。この点、もしもここ

に戦略を立てようとするのであれば、やはりもっと

住宅をきちっと整備する、従来の教員住宅だけでは

なくて、それと同時に、家賃補助だとか、移住して

きた場合に、こういう補助制度がありますというア

ピールするような、訴えるような項目も、当然、私

は２８年度の決算と人口の動態等を見ていました

ら、やっぱりこういった政策をきっちり組み入れた

中で、定住・移住を含めたまちづくりを育てなけれ

ばならないというふうに思いますが、この点はどう

でしょうか。従来のように、そこまではしないと、

まちは空き家物件の提供だとか、あくまでも情報提

供するだけだと。何か相談があれば相談に応じると

いうだけの仕組みたけではやっぱり進まないことも

あるのではないかというふうに考えておりますが、

この点をお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） １１番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 まず、移住準備住宅、それから、お試し暮らし住

宅につきましては、委員の御指摘にありますよう

に、旧教員住宅を利用していますので、かなりもう

古くなって、私たちのほうでも、多分、使えてもあ

と数年ぐらいしか使えないのではないのかなと。あ

れをさらに使い続けるとなると、かなりの投資をし

て改修しなければ、なかなか長い間使える物件では

ないなというふうに理解をしております。 
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 そのようなことから、上富良野は移動人口も結構

ある地域でありますので、結構民間のアパート等が

たくさんあります。そういうようなものを、大家さ

んなりとも御相談しながら、そういう目的での利用

の仕方ができないのかというようなことも、定住・

移住促進協議会の中で少し議論させていただいて、

ことしの協議会の中でも、アパート組合の方、それ

から、まちで不動産等、アパート業をやられている

方たちがいらっしゃいますので、そういう方たちを

交えて協議の場をつくろうというようなところま

で、少し定住・移住促進協議会のほうで議論させて

いただきましたので、今年度中にはぜひそういった

不動産物件をお持ちの方等にもお声をかけさせてい

ただいて、そういうような目的で、それら民間施設

を利用するときには、一定程度、まちのほうが支援

する仕組みが必要なのか、そういう目的で、通常

の、今、大家さんたちが設定しているアパートの料

金等をそういう目的で利用される方に提供できるの

か、それら含めて、少しそういう物件をお持ちの方

や何かと協議を進めてまいりたいなというふうに考

えています。 

 それから、他の自治体ではいろいろな事例がある

のも、私たちのほうも知っております。例えば移住

される方が住宅を建てるときに、住宅の建設の補助

をしたり、土地を購入するときにそういった財源的

な支援をするような、そういう制度、こういう制度

がなければなかなか移住といっても決断ができない

のではないかという御指摘かと思いますが、まちに

おいては、基本的な考え方としては、定住をしっか

りと促進しようというもののベースの中で移住促進

策が上乗せというようなのが基本的な考えで持ち合

わせております。個人所有の土地であったり住宅等

に対する資産形成にまちが支援するような仕組みと

いうものはいかがなものかというのが基本的な考え

方でございますので、今時点ではそういうような制

度の持ち合わせというものは考えていないところで

あります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 前から資産形成だとか言

われていますけれども、資産形成の部分かなという

ような補助もたくさんあります。それはまちがき

ちっとまちの活性化だとか、商店の活性化だとか、

地域の農業の活性化だとかという形の中で政策を進

める上での、やっぱりどこの自治体でもそういう疑

問点はあるというふうに聞いておりますけれども、

やっぱりきちっとそこで人口、人をふやしたい、産

業を育てたいということであれば、そういう要素も

一つとして、これが全てではありませんけれども、

いろいろな情報提供も含めた中の一つの要素として

必要な部分ではないかなというふうに思いますが、

この点はそういうふうに考えられませんか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） １１番米沢委

員の御質問ですが、今、委員に御指摘いただいたよ

うなことは、私たちにおいても十分検討材料になる

ものだというふうに理解しています。単に移住者が

上富良野に移住してくるから、家を建てるので補助

をしてくれというような制度というものは、基本的

にまちにおいてはそういう考えは持ち合わせていな

いのは先ほどお答えさせていただきましたとおりで

ありますけれども、まちは、ベースには、まず定住

をしっかりさせていこうという基本スタンスがござ

いますので、例えば、他の自治体の事例にもありま

すけれども、若い御夫婦が結婚されて、子どもが生

まれ、子育てをしていくような、そういう時代に

なったときに、例えば子ども部屋や何かの改修のた

めにというような、そういうような目的を持って住

宅の改修等に対する補助だとか、それとか、例え

ば、まちにも現在もありますけれども、高齢になっ

たときにバリアフリー化をするための、そういう改

修のための仕組みだとか、そういうものに対する目

的を持った住宅改修とか、そういうものには十分私

たちもさらに知恵を絞っていく検討材料なのかなと

いうふうに理解はしております。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） ７９ページの町民生活課の

生活灯電気料補助についてなのですけれども、こ

れ、予算から見ると、かなり３７％ぐらい低くなっ

ていると思うのですよね。それで、なぜこれだけ下

がったか。灯数もふえているので、その辺、ちょっ

と教えてください。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ７番北條委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 生活安全対策費における生活灯の電気料補助でご

ざいますが、現在、町内会ごとに補助申請をいただ

いて補助をさせていただいております。当初予算は

約３３０万円ということで計上してございました

が、執行が１８８万８,０００円ということで、そ

の執行状況についての御質問ということで解釈させ

ていただいておりますが、実は当初予算を計上する

ときには、これまでの過去の電気料補助の実績と、

それに、実は生活灯につきましては災害灯で、もし

もそれに支障が起きたときには１００％補助する仕

組みもございますので、その分を上乗せして、実は
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予算計上してきた経過がございます。それで、２８

年度におきましては、そのような執行状況というこ

とで、これまでの過去の実績を踏まえまして、２９

年度当初予算につきましては、ほぼ実数に近い状況

ということで、今、予算措置をさせていただいて、

今年度は実績を進めているところでございますの

で、２８年度までは、これまでの実績を勘案し、プ

ラス災害対策に対する補助もあわせた見込みを立て

た予算措置に対しての実績ということでお答えさせ

ていただきます。 

 なお、補助金のほかに、２８年度では、災害に応

じた生活灯の１００％補助という実件は１例もござ

いませんでしたので、あくまでも７割、５割の補助

ということで執行させていただきました。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） 聞いている中では、ＬＥＤ

化がかなり進んで、その結果も出ているという話も

聞いているのですが、その辺はどうなのですか。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ７番北條委員の御

質問にお答えします。 

 北條委員の御発言のとおり、普通の、これまでの

電球からＬＥＤ化に変えたことから、当初予算で

あった３００万円からは、約２００万円まで、約３

分の２に、実は補助の関係では落ちておりますの

で、各自治会の町内会の皆さんの負担ももちろん減

りましたし、まちの公費補助も減っているような状

況であると所管では考えております。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） ７３ページ、ちょっと今

のに関連あるのですけれども、庁舎管理費の光熱水

費、特に光のほう、電灯というか、電気ですから、

パソコンでも何でも入っているのですけれども、特

に電灯のほうでちょっと質問させていただきたいと

思います。 

 今、まちで、先日、資料をいただきましたけれど

も、蛍光灯のワット数と本数、これが本数として４

８９本、ワット数で大体２万ワットの蛍光灯を使っ

ていると。これでエコにも対応できる、そしてコス

ト削減にもなるような対策はどのようにとられてい

るのか。今、住民会には一定の金額を出してもらっ

て、５０％、７０％の補助をしていると。住民会で

も５０％と３０％の自分たちで持ち出ししているの

ですよね。それで、まちでは、庁舎では全然そうい

うエコ対策はしていないのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（村上和子君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（床鍋のぞみ君） ４番長谷川委員

の、庁舎内の蛍光灯などの電灯に関する御質問にお

答えしたいと思います。 

 庁内の電灯の数は、昨日の資料として提出させて

いただきましたが、それは全ての電灯の数を示して

いるものでありまして、現在も廊下などを通ってい

ただくとわかるように、電灯を外したり、日中、い

ないときには電気を消すなどといった点での省エネ

という点では、全庁挙げて進めているところであり

ます。 

 以上であります。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 暗くしているということ

ですよね。十分な採光をとって仕事をするとか、廊

下を歩くとか、つまづかないで済むとかということ

にもなりますので、ぜひＬＥＤ化に向けての対策と

いうのはどのように考えているか、お伺いします。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ４番長谷川委員からあ

りました質問にお答えさせていただきます。 

 電灯のＬＥＤ化につきましては、過去から課題と

して質問等もいただいているのかなというふうに

思ってございます。単純に投資費用を差し引かなけ

れば電気料としてはかなりの部分で安くなるなとい

うふうには思ってございますが、直近でいろいろな

商品が出て、昨年度もいろいろな業者さんから御提

案等々、あるいは試算等もいただいたところでござ

いますが、その時点では、大体投資と今の電灯を比

較すると、変な話、もとをとれるまでに、やはり７

年から１０年程度の年数がかかって、それ以降はど

んどんどんどん電気料が安くなるなというようなこ

とを考えてございます。それに応じまして、最初に

一定程度の投資が必要になりますので、その投資を

するのか、あるいはその財源をどこから持ってくる

かということもございますので、優先順位として

は、他の事業と比較をすると、ちょっと低いのかな

というふうに思います。ただ、役場自体が、ちょっ

と庁舎が古いというのと、今、いろいろな部分で、

電灯以外に、いわゆる情報機器関係で機械もどんど

んふえておりまして、使う使用量全体としてはかな

りのところまでいっていますので、単純に電灯をＬ

ＥＤ化するということ以外に、いわゆる役場の総体

電力をこれ以上ふやすためには、電力設備等をもっ

と大きな費用で変えなければならない、費用も出て

きますので、そこら辺のバランスも見ながら、エコ

といいますか、ＬＥＤ化につきましては、今後検討

していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 
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○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 七、八年かかっても、私

はやるべきだと思うのですよね。先に優先順位はあ

るかもしれないですけれども、２０ワットの蛍光灯

で、大体７ワットか８ワットのＬＥＤで済む。４０

ワットでも１９ワットのＬＥＤで済む。僕は詳しい

ことはわからないですけれども、電気量としてはわ

からないですけれども、それだけの、半分ぐらいの

電気量で済む。それは上富だけではないのです。電

気を使うことというのは、日本中、世界中のための

エコであり、コスト削減なのです。原発ゼロになる

かもしれないし。そういうことも考えて、やっぱり

行政というのはそこまでやっていかないと私はだめ

だと思うのですけれども、その辺、どういうお考え

ですか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ４番長谷川委員からあ

りました質問にお答えいたします。 

 私の言い方がちょっと誤解を招いたかと思います

が、ＬＥＤ化をしないということではなくて、単純

に電灯をＬＥＤ化にするという以外に、いわゆる役

場の総体の、これからもふえ続ける電力を抑えると

いう中では、ＬＥＤ化にすることも入れて、どこか

の時点でＬＥＤ化にしていきたいというふうに考え

ていますが、ただ、来年すぐ全部ＬＥＤ化にします

という部分については、まだ計画は持っていないと

いうことで御理解いただきたいと思います。しない

ということではなくて、ＬＥＤ化には近いうちには

するということで回答させていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ６５ページの臨時職員の

賃金等についてお伺いいたします。 

 ２７年度の資料では、非常勤、嘱託、臨時職員を

含めまして６８人ぐらいいるというような報告もさ

れております。現在も臨時職員の賃金体系というの

は、現状ではこの５年間、どのような推移をたどっ

ているのか、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（床鍋のぞみ君） １１番米沢委員の

臨時職員の賃金に関する５年間の経過についてお答

えいたします。 

 臨時職員の賃金につきましては、平成２７年の４

月に全体を大きく見直しをさせていただいておりま

すが、その後におきまして、最低賃金が毎年１０月

に変わるのですけれども、最低賃金が変わることに

よって、最低賃金を下回っている場合は見直しを進

めております。今年度におきましても、１０月１日

から最低賃金が大きく上がりますので、最低賃金を

下回っている賃金については見直しをさせていただ

いておりますが、今回は最低限の見直しというふう

にさせていただいておりますので、全体のバランス

を見たときに、全体的にももう少し見直す必要があ

ると考えておりますので、来年度に向けまして、全

体のバランスを考えながら見直していく予定でおり

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 見ますと、恐らく８００

円から８９０円ぐらいの経過をたどっているのでは

ないかというふうに思います。今、担当の方がおっ

しゃったように、いわゆる最低賃金が上がった場合

に、ある程度の見直しも、そのほかの要素も含めて

されているかというふうに思います。 

 そこでお伺いしたいのは、臨時職員の方で、臨時

ですから、一時的に何かの業務がふえた場合、ある

いは恒常的に仕事があるということで、それを担っ

ている臨時の方がいるかというふうに思いますが、

現在、例えば１０年、５年でもいいのですが、５年

以上続けて雇用されているというような実態がある

かというふうに思いますが、細かいことはいいので

すが、見ていて、大まかに言いますとこんな感じか

と思います。そうしますと、幾ら働いていても８０

０円から８９０円の範囲を超えない、あるいは、最

低賃金が上がった場合には見直される要素はあるけ

れども、なかなかやはり上がらないという実態が見

受けられるというふうに考えております。そうしま

すと、やっぱり一定の正職員の担えない部分を補う

という形で仕事をしているということであれば、

やっぱり根本的に賃金体系を、最低賃金の上昇とあ

わせて、担当の職員の方が言われているように、見

直す必要があるのではないかと。恐らく口では言い

ませんけれども、長年働いていて、なかなか上がら

ないというような声もちょっと耳に入ってくるよう

な状況も見受けられます。働いている方にとって

は、やはり非常勤に至っても、ボーナス、手当等々

については、当然、そういう職務ですから、当たら

ないということになっておりますが、しかし、やっ

ぱりそういうものも含めた賃金体系を維持して、仕

事に従事してもらうということが根本になければだ

めではないかというふうに考えますので、この点、

改善の余地があるというふうに思いますが、この

点、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 
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○総務課長（宮下正美君） １１番米沢委員から御

質問に、臨時職員の待遇改善という部分でお答えを

させていただきたいと思います。 

 まず、役場の賃金体系につきましては、最低限

は、まず最賃は切らないということで、これは絶対

条件ということでしてございます。特に臨時職員に

つきましては、各施設で働いていただいております

ところで、まちの公共の各サービスにお手伝いをい

ただいている重要な人材だなというふうに思ってお

りますし、そこの人材確保というのは、まちがきち

んとしたサービスをしていくためにも重要かなとい

うふうに思ってございます。 

 今、臨時職員、あるいは非常勤嘱託職員をめぐる

情勢については、いろいろな課題もございますし、

今、国で新しい制度を検討するということもありま

して、私どもにつきましても、それらにあわせて、

今のいわゆる賃金の体系について、今後見直しを

図っていくことで検討しておりますが、今の時点

で、今ある水準をここまで引き上げますという部分

につきましては、いろいろな事情がありますので、

判断というふうになりますが、人材確保という面か

ら、できる改善につきましては検討していきたいと

思っておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 町長にお伺いいたします

が、やはり働く立場の者にとっては、やっぱり一定

の生活等々、支えなければなりません。そういう意

味では、最低賃金等がありますけれども、そういう

ものも含めて、今、担当の課長がおっしゃったよう

に、今後の大きな課題だということで、はっきりは

明確に述べられませんでしたけれども、こういう職

員に対する賃金のあり方というのは、当然、見直さ

れてしかるべきだというふうに思いますが、一定、

やっぱり生活できて、働いて、喜びが感じられる、

さまざまなものがあるかというふうに思いますが、

これだけではありませんけれども、そういった意味

では、町長、この点、改善が必要ではないかと私は

思いますが、この点はどのようにお考えなのか、お

伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢委員の、臨時職

員に対する対応につきましてお答えさせていただき

ますが、臨時職員の皆さん方の活躍ぶりは、先ほど

総務課長から御答弁させていただいたとおりでござ

います。 

 ただ、賃金体系のあり方につきましては、これは

やはり正職員と臨時で働いていただいている方との

立ち位置が基本的に違うことがありますので、俗っ

ぽく申し上げますと、臨時の方と申しますのは長く

働いていただくというようなことを前提に設定して

おりませんので、やはりそのとき、そのとき、必要

に応じて御活躍いただくというような、しかも一方

では、米沢委員からお話ありましたように、働いて

おられる方は、やはり生活を守るための糧として働

いていただいているわけでございます。その辺のバ

ランスをしっかりとれるような賃金体系に常に見直

していくことの必要性は感じておりますので、御理

解を賜りたいと存じます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ７５ページの財産管理費の

委託費のところでちょっとお伺いしたいのですが、

旧東中中学校及び旧江幌小学校の施設保守、管理保

守にそれぞれ５０万円、１９万円というふうなお金

がかかっております。金額の多寡は別なのですが、

特に東中中学校につきましては、経年の、年数も

たっておりますし、大きさもあることから、ある程

度の費用等々がかかっていきますが、やっぱりこれ

の有効活用というのを考えていくべきだと思います

し、もしもそういった手立てが当面見当たらないの

であれば、例えば解体も含めた考え方とかというも

のを今お持ちなのかどうか、お伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番金子委員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

 東中中学校の関係につきましては、ことしの予算

特別委員会のときにも少しお話がありましたが、基

本、今は完全閉鎖状態ということになってございま

す。 

 ちょっと質問の前段にありました金額の部分でい

きますと、東中中学校の施設保守が少し大きくなっ

ているということでございますが、この費用につき

ましては、重油タンク、あるいは浄化槽のいわゆる

休止のための費用がかかっているということで、金

額的には少し大きくなっているということでござい

ます。 

 なお、今年度につきましては、いわゆる建物の保

険料のみ、東中につきましてはかけているという予

算になっているところでございます。 

 それから、東中中学校の有効活用の方策というこ

とでございますが、こちらにつきましても、一応今

の時点では、まずは完全閉鎖をした状態で、最低限

の維持管理をして、施設としては今の状態で当面い

くということでございますが、ただ、そのまま廃墟

にはできませんので、一応今、東中というよりは、
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江幌小学校のほうをちょっと今メインにしておりま

すので、東中中学校につきましては、いわゆる文科

省の廃校プロジェクトのところでの周知のみという

形になっておりまして、こちらから積極的に東中中

学校をどうですかというよりは、今、江幌小学校を

どうですかというスタンスになっているというとこ

ろでございます。ただ、そちらのほうのホームペー

ジを見られて、何件か問い合わせ等々が東中中学校

につきましてもございますので、そういう意見をい

ただきながら、協議をする、あるいはそれ以外の部

分でも、ぜひ東中中学校を見せてほしいという相談

があれば、随時、利活用につきまして検討等を進め

ていきたいというスタンスで今いるということで、

メインは今、江幌小学校のほうになっているという

ことで御理解をいただければと思います。 

 以上です。 

 失礼いたしました。解体でございますが、解体に

つきましては、さら地にして処分という部分も将来

的には考えておりますが、今の時点では解体費がか

なりかかるということで、今の結果になってござい

ますので、いろいろな案がありまして、その利活用

の中で、例えばさら地であればこういう利用が具体

的にできるというような御提案がもしあったとき

に、ではまちとしてその解体費用を含めてやったと

きにどうなるのかということもあれば、解体という

ことも出てきますが、今の時点で早急にあそこを解

体してさら地化という部分については、考えはない

ということで御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） いろいろやっぱり行政とし

ても窓口を広げながら、あそこを使っていただける

企業さんであったりとか、個人さんをお探しだとい

うことも重々理解しております。 

 今聞いて、江幌小学校のほうを今メインで進めて

いるということは非常によろしいと思います。 

 １点、確認したいのですが、今年度、２９年度以

降は最低限の保険の部分ということでありました

が、やっぱり建物は完全に密封すると傷みが非常に

進みますよね。配管の部分であったりとか、さまざ

まなところ、風通しがよくないとだめなのですけれ

ども、その辺の保守の部分であったりとか、そうい

うところというのはどういうふうな考えをお持ちな

のか、お聞かせください。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番金子委員の質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

 基本、最低限の部分ということでございますが、

ただ、実際に日に日に傷んでいるというのも現実に

見ておりますので、不定期ではございますが、季節

の変わり目等々には、一応施設のほうに見に行っ

て、特に中でいわゆる雨漏り等が、湿気等がちょっ

とありますので、換気ですとか、対応が自分たちで

できる範囲の部分については気をつけておりまし

て、雨漏り等も自分たちでやれる分、あるいは、か

なりひどい部分につきましては、ちょっとまた予算

を使って、一部補修等を業者さんにお願いするとい

うような形で、最低限の部分についてはやっていき

たいと思いますが、ただ、その劣化をとめるために

大きくお金をかけてという部分については、今持ち

合わせていないということで御理解いただきたいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） ７７ページに、旭川十勝道

路整備促進期成会の負担金が出ています。それに関

してちょっと確認をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、我々、新聞報道や何かで知るしか余りない

のですが、整備計画はどのようになっているか。特

に南のほうについては、今までは占冠のほうに直通

でとかと言っていたのが、南富を経由してトマムの

ほうからとか、そういう話もあるやに新聞報道があ

ります。また、富良野道路もほぼ完了され、今度、

中富良野道路のほうに着手が見えてきたような感じ

でも受けとめています。今、これから中富良野道路

に着手になってくれば、今度、北のほうに、上富良

野、美瑛のほうに来るのかなと、そんなことも感じ

ていますので、今の現状というか、ちょっと確認さ

せていただければと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） １番中澤委員

の、旭川十勝道路の進捗状況の御質問というふうに

受けとめさせていただきます。 

 私どもも、新聞や、それらの報道の中で読み取る

範囲でしかなかなかわからない部分も多々ございま

す。 

 ただ、富良野道路等につきましては、整備が進ん

できておりますので、開発局のほうからも、当然、

開発局も基本的には旭川空港と富良野方面とをしっ

かり結ぶというようなことを進めていかなければな

らないという、そういう考え方を私どもにもお示し

いただいておりますので、富良野北道路のほうは、

当然、上富良野のエリアも入ってくると思いますの

で、そういうときに、上富良野であれば、例えばど
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ういうところがインターチェンジとして整備が可能

な場所になるのか、どういったあたりを通すことが

理想なのかというような意見交換のレベルで、私ど

ものまちと国のほうとの意見交換というレベルでの

お話し合いはありますが、まだ基本的な整備計画等

が具体化するような、そういう状況にはまだ至って

いないのが現状でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 何回も聞きますが、職員

の自衛隊の隊内研修の問題をお伺いいたします。 

 この行程を見ましたら、自衛隊というのは非常時

の災害の点で、職員管理という形で、６５ページに

当たるのかなというふうに思いますが、担っており

ます。そういう評価を、私、しております。ただ、

自治体として、職員として、ひとたび戦車等、火砲

等、いろいろ装備されまして、そういったものが、

ことが起こったときには戦火を交えなければならな

いというような、やはりそういう危険な要素という

か、そういった部分も担っているわけであります。 

 そういうことをかんがみましたら、やはり軍事的

な色の強い場所での職員研修というのはやめるべき

ではないかというふうに思います。この行程を見ま

したら、格闘訓練等々、歩行訓練等々、これも非常

時に備えた体力の向上とあわせた、対まみえたとき

の戦略の中での一環の中のそういったものの位置づ

けだというふうに思いますが、私は、単にこれが全

体の奉仕者ということであれば、きちっとした民間

レベルの、やられておりますけれども、そういった

研修を受けていただいて、やはり住民の負託に応え

るような研修内容に私は改善すべきだというふうに

考えますが、この点についてはやめるべきだという

ふうに思いますが、引き続きまたこれからも実施さ

れるかどうか、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番米沢委員の質問

にお答えをいたします。 

 自衛隊研修ということで、資料４ということで、

資料要求がありましたので提出をさせていただきま

した。昨年度、６月に行われた、職員が参加した研

修の内容ということでございます。この自衛隊研修

の部分につきましては、これまでも議論があったの

かなと、質問等、回答等があったのかなというふう

に思ってございますが、基本、この中身の、訓練の

やっていること自体が、皆さん戻ってきて、それぞ

れ職場でやっている業務に対して役に立つか立たな

いかという部分でいきますと、実際には行政でやっ

ている業務とは全く違いますのであれですけれど

も、ただ、この職員研修、隊内研修の目的というの

は、いわゆる上富良野町で働く職員として、このま

ちの中で大きな人口を占める隊員の皆様方がいらっ

しゃいます。これは職場でつながりもありますし、

あるいは自分たちの生活している隣に住む方にもそ

ういう方がいらっしゃいます。そういう中で、ある

程度年齢がいきますと、職員はいろいろな部分でそ

ういう方とのおつき合い、あるいは相互理解という

のも進みますが、若い方、特に町外から来られてい

る職員の方というのは、そういう部分については、

どういう組織なのかというのがわかりづらいのかな

と。規律や時間にきちんとした、仕事に生かすとい

うことも経験していただくことも十分重要なことで

ございますが、うちのまちに多くいらっしゃる自衛

隊というものに対しての職員としての理解を深める

ことによって、より緊密な行政対応ですとか、ある

いは自衛隊との良好な関係ですとか、あるいは隣に

住む、そういう方々との関係等に十分役に立つので

はないのかなというふうに思っておりますので、た

だ、この研修を次年度以降もずっと必須として、ほ

かの研修を差しおいてやるのかという部分になりま

すと、それはいろいろな研修を組み合わせて職員の

育成というのはやっていくところでございますが、

今の時点で、来年からこれはやめますということに

ついてはまだありませんので、来年の研修計画を立

てる中で、この研修はこういう目的でしましょう、

例えば衛内研修につきましても、こういう目的で来

年も継続しようという部分について、これから協議

をしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） 今の質問に関連してなの

ですけれども、答弁に関連してなのですけれども、

本当に去年も少し論議になったのかなというふうに

思いますけれども、今言われるように、確かに人口

比というか、その中に占める自衛隊の割合というの

は、これは厳然たる事実ですから、認めざるを得な

いというふうに思いますけれども、そのほかの町民

に対しての職員の方々とか職員の人たちが行政に対

して占める割合、それも考えると、今言われるよう

に３分の１ぐらいの人口云々ということから言え

ば、そうではないだろうと。もっと広く、やっぱり

みんなにやさしくできる職員であってほしい。学校

を出てすぐの人たちがこういう訓練に遭うという言

い方をしたら語弊があるかもしれませんけれども、

見るわけですけれども、そこでどういう感じを受け

るかというのは、これはそれぞれの職員の人の考え

方で、また、今言われるように、年齢がたてば云々

ということもありましたけれども、それだけではな
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いと。そこのところにおさめていくというか、押し

込んでいくと、ちょっと違うのではないかなと。

我々が見ていて、そして町民が感じているまちの職

員のあり方というか、それにこの隊の中での訓練と

いうか研修がいかほどに役に立つのかなと。それな

らもっと実践的なところでの、挨拶の仕方からと

言ったら語弊がありますけれども、本当にその辺か

らも含めて、しっかり、やはり町民に対して対応の

できるスタイルというか、そういうものを示してほ

しいというふうにも思うし、また、この研修のあり

方云々ということからすれば、今言うように、本当

に町民全体に広く行き渡るような研修のあり方で

あってほしいというふうにも思います。これから論

議して、来年度については考えるということですか

ら、庁内でももちろんのことですけれども、ちまた

の声も聞くなりして、ぜひその辺について考えをお

願いしたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １０番髙松委員の質問

にお答えをいたします。 

 研修の関係でございますが、それ以外の職員の能

力向上、あるいは接遇向上の研修もということでご

ざいますが、それにつきましても、委員おっしゃる

とおり、重々こちらのほうもそのとおりというふう

に思ってございます。特に接遇研修につきまして

は、特に新卒で入った段階で、それぞれ行っていく

ことができるということで、成果報告書の２０ペー

ジから２１ページのほうに、一応研修としてやった

項目ということで、それぞれ記載をさせていただい

ておりますが、この中には、いわゆる、例えば接遇

研修とかというのがないところでございますが、た

だ、接遇、あるいは町民に対する基本的な態度の指

導というのは、ふだんの仕事の中ですとか、あるい

は基礎研修等々の中で、私どもの中でもきちんとや

れるというような研修でございますので、そういう

部分につきましては、引き続きやっていきたいとい

うてふうに思っています。 

 ただ、先ほど言いましたように、自衛隊の理解と

いう部分でいきますと、私どもではそういう部分、

実際には研修としてやってあげることができないと

いう特殊性もございますので、それを優先して、ほ

かの接遇等の研修をおろそかにしているというふう

には思ってございませんので、それらにつきまして

も、今後とも職場内、あるいはふだん、あとは町村

会ですとか、そういう部分の研修の中で十分職員の

資質の向上に努めていくように努めていきたいと

思っておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ６５ページの印刷製本費と

いうところで、ちょっと確認させていただきたいの

ですが、この決算書のコピーはどこでされているの

か、ちょっと伺います。 

○委員長（村上和子君） 会計管理者、答弁。 

○会計管理者（藤田敏明君） ３番佐川委員の御質

問にお答えしたいと思います。 

 この決算書につきましては、うちの借り上げして

おります、２階に設置しております印刷機、あれを

利用してこの決算書を作成しているところでござい

ます。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ちょっと気になったのです

けれども、普通旅費と上に書いてありますけれど

も、これ、横棒が消えているのですよね。ほかの

ページも見ていますと、「口」という字の中の横棒

が一体消えているのですよね。これってこういうも

のなのですか。ちょっと変な質問で申しわけないの

ですが、とりあえず高速カラープリンタだとかの更

新もされていますし、一応新しいお金とかかかって

いるので、ここら辺、車の借り上げとかもそうです

よね。横棒がないのです。これはこのままでこう

やっていくのかと、ちょっと不安に思ったものです

から、伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 会計管理者、答弁。 

○会計管理者（藤田敏明君） ３番佐川委員のただ

いまの御質問にお答えさせていただきたいと思いま

すが、私もインクのプリントミスといいますか、多

少出ていない部分もあろうかと思いますけれども、

これ、何回も検証しまして、何回も刷ったところで

ございますけれども、なかなか機械が言うことをき

かないといいますか、なかなかそんなはっきりと鮮

明にならないという実態でございましたので、大変

委員には申しわけございませんけれども、今後、そ

ういったことが対応できないか、メーカーのほうと

もちょっと調整させていただきたいというふうには

思いますけれども、大変申しわけないですが、御了

承いただければというふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ミスとかそういうことで

言っているのではないのですけれども、たまたま更

新とかされるときに、もうちょっとうまく印刷でき

るようなものとか、ちょっと加えたほうがいいのか

なという気持ちがあったものですから。漢字は難し

いのですよね。こういうような字で理解できる場合

が多々ありますので、そこはわかってはいるのです

が、やっぱりちょっと見るからにあちこちのところ

で、「口」の中の横棒が全部消えていたり、「門」
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という字も横棒がなかったりとか、結構あるので、

今後よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 会計管理者、答弁。 

○会計管理者（藤田敏明君） ３番佐川委員のただ

いまの御質問にお答えしたいと思いますが、佐川委

員おっしゃるとおりでございますので、今後におき

ましても、十分その辺、研究させていただきたいと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） ７９ページです。自衛隊

基地対策費の中の演習場周辺地区整備補助、その中

でいろいろな事業が行われております。しつこいよ

うですけれども、いろいろな事業の中で、河川立木

管理伐採作業、このようなときの保険、対人に対し

て賠償だとか、自分に対する保険だとか、それはど

のようになっているか、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ４番長谷川委員の質問

にお答えさせていただきたいと思います。 

 今ありました作業の保険の関係でございますが、

申しわけございません、こちらの内容につきまして

は、全部周辺自治体のほうでやるという部分になっ

ておりますので、今の時点で保険が費用として含ま

れているかどうかというのが、現時点でちょっと確

認できませんので、調べまして、後ほどわかればお

答えさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） わからないで、やっぱり

これは人命にかかわることなのです。人に対しての

賠償も必要なのです。課長、やっぱりこれはわかっ

ていないとだめですよ。相手任せでは、まちで補助

を出してやらせておいて、相手任せでいいという話

には私はならないと思う。その辺、どのようにお考

えですか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） 失礼しました。４番長

谷川委員の質問にお答えさせていただきたいと思い

ます。 

 私の勉強不足でございましたが、先ほどの質問の

回答になります。こちらの資料１で提供させていた

だいている部分の補助の内訳でございますが、これ

につきましては、あくまでも作業の人区賃というこ

とで、まちのほうから作業に関しましては２６万

６,０００円補助するという形になっておりますの

で、こちらについては保険としては含まれていない

ということでなってございます。まず先ほどの質問

としては、この部分については保険は含まれていな

いということで回答させていただきます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） これは伐採作業代だとい

うのはわかります。だけど、きちっとしたことをし

てあげないと、相手にも、こういうことをするとき

はしなさいよと、それもちゃんと補助してあげない

と。これでは何かあったときの補償というか、それ

はどうするのですか。やはりまちで補助金を出して

やっている仕事ですし、こういうことをやるときに

は必ず保険に入ってくださいよとか、保険代も入っ

ていますよとかというのならいいですよ。これは単

なる人区賃だと、ちゃんとした請負でやらせている

のなら、会社で入ったり何かしていますけれども、

これ、みんなほとんど個人なのですよね、出ていっ

て。その辺、どのようにお考えになっているのか。 

○委員長（村上和子君） 基地調整・危機管理室

長、答弁。 

○基地調整・危機管理室長（真鍋一洋君） ４番長

谷川委員の質問にお答えさせていただきます。 

 この事業におきましては、倍本地区協議会の皆様

に、地域の、今回、河川、ポロピナイ川の未処木整

理ということで、みずから自分たちの地域の河川を

整理したいということで、まちとしてそれに対して

補助メニューを設けましてやっていただいていると

いうことで、長谷川委員御指摘のように、人区賃を

そっくりまちで補助いたしますよと、１００％。そ

れで、地域の人たちが、当然、危険を伴いますの

で、けがもする、チェーンソーだとかも使います。

ですので、その辺は、今までは地域の方たちで保険

に入るかどうかということで考えていただいていた

ということなのですけれども、今後、危険を伴うと

いうことで、１回、地域のほうと協議したいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ９３ページの備品購入にか

かわることでちょっとお伺いしたいと思います。 

 今回、防衛省の補助によりまして、消防のポンプ

自動車、２分団かな、更新がされたというふうに見

ております。 

 それでちょっとお伺いしたいのですが、町長も９

月１日の上富良野・中富良野の消防総合演習、ごら

んになっていただいていると思いますが、実はまだ

まだ使えるというか、耐用は過ぎているのですけれ

ども、使える消防を大事に使いながら、このように

年度ごとに更新しておりますが、実は協力いただい

ております駐屯地ポンプ班と多田弾薬支処の分屯地

ポンプ班の車両については非常に経年劣化が過ぎて
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いて、有事の際になかなか役に立たないような状況

になっておりますが、ここはなかなか防衛省の管轄

ですので、そこを買えということにはなりません

が、このようなまちのポンプ車を更新するときに、

まちのほうから、今まで分団で使っていたような車

両を、払い下げするのか寄贈するのか、そのやり方

は別として、そういったことができるかできない

か、もしくはそういう可能性を検討されるとかとい

うことはお考えにあるかどうか、ちょっとお伺いし

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番金子委員からあり

ました、ポンプ車の更新に関する質問にお答えさせ

ていただきたいと思います。 

 基本、こういう大型車両につきましては、国の補

助金等を使って導入してございますので、なおかつ

それをまた補助金で使おうという部分につきまして

は、適化法の関係がございますので、補助金の適正

化法といいまして、補助金で取得した財産は、基

本、目的外に使ってはだめですよということでござ

いますので、基本は下取りに出してやるということ

で、古くなったものを残して、ほかの用途に流用す

るということになれば、補助金の目的外利用ですね

ということで、補助金を返しなさいということが出

てきますので、特に防衛関係はそこら辺が厳しいで

すので、耐用年数につきましては、今この場で何年

というふうにはなってございませんが、結果、その

部分をクリアできれば、そういうことも可能なので

すけれども、基本はクリアできないということで、

現行は、通常は補助金で買ったものを補助金でまた

更新する場合については、下取りという形で処理を

させていただいているところでございます。ただ、

そういう手法があるのかどうかにつきましては、

ちょっと研究をさせていただきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） わかります。適化法の問

題、クリアしなければならないことは多々あるのは

わかるのですけれども、現況、もしそういった問題

がクリアできるというのであれば、ぜひ御検討願い

たいと思いますし、団の車両については、いわゆる

耐用年数を、かなり大事に使っていますので、そう

いった部分、具体的な数字をぜひ調べていただきた

いと思いますので、その辺、御検討願えるかどう

か、再度お伺いします。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） ６番金子委員の御質問

でございますが、先ほどの質問にちょっと追加でご

ざいます。消防の車につきましては、まちが先行し

て主導して入れかえるというのはまずありませんの

で、基本は広域連合のほうになりますので、あくま

で消防の中で、特に消防の広域の中でも、今、広域

になっておりますが、従前からの関係上、上富と中

富の消防がそれぞれ車両を持っていますので、その

調整の中で、どっちがどの車を変えるというのがま

ず先に進むということで、まず御理解いただきたい

のと、それ以外のいろいろな仕組みの部分の研究に

つきましては、消防のほうから依頼があれば、一緒

に研究していきたいと思っておりますので、御理解

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） ８３ページ十勝岳ジオパー

ク、この事業に関してお伺いいたします。 

 ２８年度は地域おこし協力隊の制度を利用して、

２名、ジオパーク推進員を委嘱いたしまして、目標

であるＪＧＮの認定を目指して、２８年度、一生懸

命周知活動等々に皆が頑張っていたことは承知して

おります。先般、残念ながら９月２７日に、ＪＧＮ

より、今回の認定は見送られるという通知が来まし

た。今後、うちのまちでは、まちづくりの柱とし

て、このジオパーク事業を推進していこうというこ

とで事業を立ち上げた以上、継続的に行われるもの

であろうという認識で、２点確認させていただきま

す。 

 まず、今回、２９年度、もちろん予算もついてい

ます。また、３０年度予算等に参酌されるであろう

今後の取り組みに関して、今、９月の全員協議会で

……。 

○委員長（村上和子君） ちょっと決算の……。 

○９番（荒生博一君） ２８年度の委嘱したジオ

パーク推進員、この２人の処遇というのは今後どう

なるのか、この件は確認できますか。決算だから違

いますか。 

○委員長（村上和子君） 決算ですので。 

○９番（荒生博一君） わかりました。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ９３ページの予約型乗り

合いタクシーの運行でお伺いいたします。 

 資料もいただいておりまして、利用率も高いなと

いうふうに思っております。今後、従来からこの乗

り合いタクシーについては、利便性の向上というこ

とで、２８年度も多くの方から要望が寄せられてい

るという状況になっております。今後、ことしはそ
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れに基づいたアンケートも実施されたという話であ

りますが、この２８年度においても、この不便さを

何とか解消してほしいという声がずっと出ておりま

すので、この点、今後どういうふうに改善されよう

としているのか、この点、確認しておきたいという

ふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 予約型乗り合いタクシーにつきましては、さきに

も報告させていただきましたが、今年度中に利用者

アンケートを行いますよということでございまし

て、夏場にアンケートを協力いただきまして、今、

その集計をしているところでございます。集計値に

つきましては、概要でございますが、一定程度、制

度も進んできておりますので、ある程度満足はして

いただいているかなというふうに踏まえておりま

す。ただ、やはり一部といいますか、意見としまし

ては、運行回数ですとか、あるいは日曜日運行等に

ついて意見もいただいているのかなというふうに

思ってございます。 

 ただ、今後につきましては、まちが実際に運営し

ているというよりは、町内の事業者にお願いして

やってきております。これまでも年に１回、予算の

前に、予約型乗り合いタクシーの運行についてとい

うことで御協議をさせていただいているところでご

ざいますが、採算ベースとしては合っているのです

けれども、事業者としては、今度は運転手の確保問

題というのもまた一方であるということで、広げよ

うと思っても、なかなかそこら辺が大変だというお

話も聞いておりますし、そこら辺もありますので、

今回のこのアンケート結果をもって、これからどう

いう部分で改善ができるのか、あるいは、変な話で

すが、見直しをできるところはどういうふうに見直

しをできるのかという部分で検討を進めていきたい

というふうに思っていますが、単純に今よりも、日

曜をふやしますよといっても、また難しい問題がご

ざいますので、そこら辺については、あくまでも安

いタクシーということではなくて、地域の公共交通

機関の一翼を担うもののステージだということを念

頭に、事業者のほうとこれからちょっと話をしてい

きたいというふうに思っておりますので、御理解い

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ、いろいろな声、も

う御存じなので、細かく言いませんが、大雑把に言

えば、通常のタクシーのような利用も必要ではない

かなというふうな声がありますので、ぜひこの点、

改善をしていただけるようであれば、ぜひお願いし

たいというふうに思っております。 

 次にお伺いしたいのは、委員長。 

○委員長（村上和子君） 何ページですか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ８１ページの地域おこし

協力隊の問題でありますけれども、地域に入って、

将来は定住してもらおうというような雇用形態も

あったかなというふうに思いますし、ジオパークも

そうなのですが、地域のやはりいろいろなイベント

にも出ていただいているのかなというふうに見受け

ております。 

 今後、この地域おこし協力隊の活用の仕方という

か、運用の仕方と言ったら失礼なのですが、ジオ

パークにとどまることなく、地域のいろいろな、

やっぱりイベント等、あるいは定住・移住の問題で

もそうですけれども、やっぱりそういったところに

かみ合って、それぞれ得意の分野がありますから、

全部が全部とはいきませんけれども、かみ合って、

地域の中に深く根をおろして支援してもらうという

ような、活用の方法、運用の仕方というのがあるの

だろうというふうに思っているところですけれど

も、この点については、この２８年度を踏まえた、

この地域にかかわる活動事業というのはどのような

中でされているのか、この点、お伺いしたいという

ふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） １１番米沢委

員の、地域おこし協力隊員に関する御質問にお答え

いたします。 

 委員御発言のように、地域おこし協力隊員につき

ましては、内閣府の支援の事業ということで、１年

間の期間を３年間まで更新できるという形で、さま

ざまなそれぞれの地域によって、例えばこういうよ

うな取り組みを地域の中でやっていくための、そう

いうものに対する専門的な知識や技能を持っておら

れる方を地域の中で活用させていただけるという、

そういう仕組みのものでございます。 

 現在、まちのほうでは、ジオパークの専門員とい

う形で２名の地域おこし協力隊員、それから、観光

推進員という形で１名の地域おこし協力隊員をまち

の中で御活躍をいただいているところであります。 

 当然、来ていただいている地域おこし協力隊員の

お気持ち等もあるでしょうし、今手伝っていただい

ている、そういう活動の中で、引き続き地域の中

で、この上富良野に根をおろして、上富良野に住ん

で、そういう活動をさらに続けていきたいとか、そ

ういう思いをしっかりと持っていただけるように、
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私たちもそういう取り組みが必要かなというふうに

思っておりますので、国の支援の期間なり、例えば

１年、１年の更新になりますので、そういう期間ご

とに、協力隊員の皆さんのお気持ち等や働きぶり等

も踏まえながら、それらの方たちと意見をすり合わ

せた中で、せっかく来ていただいた協力隊員ですの

で、定住につながっていただけるのが一番ベストな

方法というふうに私たちも思っているところであり

ます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） この２８年度の各会計の

成果報告書の中の１７ページに、地域振興で、地方

総合戦略の推進という形で、その結果、大まかな概

略が載っているというふうに思います。この中で、

地方総合戦略進行管理に当たって、数値目標や重要

事業の指標等、いわゆる検証を行ったという報告が

されております。それで、まだ中間という時点であ

りますけれども、それぞれ掲げた目標はあるという

ふうに思いますが、現在、課題となっているもの、

成果としてすぐにあらわれるものでありませんか

ら、日常的にも努力されて、成果に結びついている

のもたくさんあります。そういうものも含めて

ちょっとお伺いしたいと思いますが、課題と成果

等、評価等というのは、大まかにでよろしいです

が、どのように評価されているのか、まちをつかさ

どる大事な戦略でありますから、この点、お伺いし

ておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） １１番米沢委

員の、まち・ひと・しごと上富良野総合戦略にかか

わる御質問にお答えをさせていただきます。 

 総合戦略につきましては、策定から２年がちょう

ど経過しましたので、２回ほど、ＫＰＩにつきまし

ても、それぞれ数字として確認できるものにつきま

しては、数値をもって、例年７月から８月に総合戦

略の委員の皆さんに外部評価もいただいているとこ

ろであります。それぞれ目標が達成されているも

の、それから、目標に向かって、その数値に向かっ

て上昇傾向にあるもの、あるいは目標を下回ってい

るような、そういう指標もそれぞれございます。 

 何か特徴的なものをお示ししたほうがいいので

しょうね。今、ちょっと資料の中でどういうものが

特徴的かといいますと、それぞれございますが、少

し整理をしてお答えさせていただきたいなというふ

うに思いますけれども、それぞれ議会のほうにもお

示ししましたように、大きな四つの分野で１９の施

策を示しておりますので、その施策に基づいて、そ

れぞれぶら下げてあります事業について、成果指標

を持っておりますので、それらについてと、目標が

達成できたもの、それから、まだまだ目標にたどり

ついていないもの、それから、逆に目標数値に向

かって本来であれば上がっていくものが、下がり傾

向にあるもの、そういうものがそれぞれございます

ので、現在ではそういう状況にあります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 膨大な資料かどうかわか

りませんけれども、ある程度中のまとまったもので

もあれば、ぜひ議会等にお示しいただきたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） １１番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 毎年の評価につきましては、大体決算の数値がま

ちでまとまった時点以降で、これらの指標を整理し

ますので、その指標がまとまった時点で第三者機関

であります委員会の中で御報告等をさせていただい

て、目標値を変えるべきもの、そういった御審議を

いただいています。それらの結果については、どこ

かの時点で議会のほうに資料としてお示しするよう

なことも必要かなというふうに思いますので、議会

側のほうからの要求等もあれば、そういうものにぜ

ひ応えていきたいなというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 関連ですね。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ８１ページ、同じページな

のですけれども、実際に地域おこし協力隊の人たち

が報酬としてもらう金額は幾らになるのでしょう

か。ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） ３番佐川委員

の御質問にお答えいたします。 

 それぞれジオパークの専門員と観光推進員につき

ましては、雇用といいますか、形態が違いますけれ

ども、観光推進員につきましては、まちの臨時職員

としての雇用契約を結びますので、賃金として月額

１７万円で勤務をいただいています。それから、ジ

オパーク専門員につきましては、報償という形で対

応してございますので、月額の謝金といいますか報

償が２５万円という形になっております。そのほ

か、活動に伴っての活動費の補助等が別に組まれて

いるということでございます。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 観光の推進を目的とした地
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域おこし協力隊のことでちょっと伺いたいのですけ

れども、雇用形態というのは臨時ということで、今

わかりました。生活するのに結構厳しいという、御

本人から私も直接伺っていて、その契約を結んでい

るので何とも言えないことですけれども、美瑛町も

そうだったのですけれども、ほかのまちの地域おこ

し協力隊員の早期にやめられた方の実態調査みたい

なのがインターネットとかで書いてあって、そうし

たときに、まちとの契約とのミスマッチングという

か、自分はもうちょっとこういうことをしたかった

のに、なかなかそういう仕事が回ってこないとか、

そういうようなことで、結構早目に、３年間あるの

に、１年にも満たないでやめてしまったりだとか、

そういった人たちが結構多いというふうに出ていま

した。産業振興課のほうで、そういう対応という

か、そういう苦情というか、そういう処理というの

は聞いていますでしょうか、されていますでしょう

か、ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） 観光推進員の

ことでの御質問かというふうに思いますけれども、

採用といいますか募集の段階で、当然、条件をお示

ししておりますので、例えば月額の賃金については

こうですよと。例えば家賃の補助であったり、活動

に係るそういった補助金も用意していますよと。例

えば出張等がある場合については、旅費等について

も予算はしっかり計上していますよというような条

件を示して、あとはその方に働いてもらうのは、今

回の場合であれば観光協会で御勤務をいただくので

すよ、こういうような業務をしていただくのです

よ、こういう活動をぜひあなたに期待しているので

すよという条件を示した中で募集をし、昨年の１２

月から御勤務をいただいていると。 

 当然、北海道まちづくりセンターを通じて募集を

させていただいて、センターのほうでは、そういっ

た方たち、多くの方が道内にいらっしゃいますの

で、そういう人たちのフォローアップ研修や何かも

していただいているというようなことで、当然、働

いている中で、自分自身で、もうちょっと本当は僕

はこういう仕事をしたかったのにとか、もっとこう

だったのにという思いもあるでしょうし、そういう

ことについては、まちづくりセンターの研修である

とか、あとは個別の面談等も用意されています。ま

ちのほうにも、それらの中で、本人の思いや何かを

伝えられたりとか、そういうこともありますので、

私も御本人と直接面談もしたこともございますし、

そういったフォロー研修等も行われての、そういう

条件で雇用いただいているという状況にございま

す。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） １年の雇用契約の更新とい

うふうに先ほど伺っているのですけれども、１年に

満たないときに、もうやめたいと言われたときの対

応というのはちょっとどんなになっているのか、伺

いたいと思うのですけれども。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） 本人がやめた

いという、例えば申し出があって、こちらのほう

も、本人が何か条件があってやめたいというような

ことがあって、それが我々雇用している側のほうで

もそうですねということになれば、たとえ半年で

あってもどこであっても、他の職員と同じように、

何か事情があって退職をしたいというようなことが

あれば、それはやめていただくことは構わないこと

かなというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 私が言いたいのは、その前

に、本人の不満だとかそういうものを聞いたり、そ

ういうコミュニケーションができていたのかという

ことを伺いたい。私、実際に観光ボランティアを

やっているのですけれども、本人が、今月、もうや

めたいのだというようなことを私に言っているので

す。それで、今こういう質問になっているので、そ

ういった意味において、御本人がどういうような気

持ちであるかとか、そういう聞く対応というか、コ

ミュニケーションとかができていたのかということ

をちょっと伺いたい。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） 佐川委員の御

質問にお答えいたしますけれども、決算とどのよう

にかかわっての御質問かというのは非常に私もどの

ように理解していいか、苦しむのですが、先ほど言

いましたように、北海道のセンターのほうでフォ

ローアップの研修や個人面談もございますし、当

然、地域おこし協力隊であろうと、臨時職員として

私どものまちで今雇用させていただいておりますの

で、職場に何か不満があったり、仕事ぶりに不満が

あったりすれば、当然、そこの上司に御相談をした

り、そのようなことで私も面談もしたこともござい

ますということでお答えをさせていただきました。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ですから、１年間の契約

で、２８年度でこういうふうに計上したので……。 

○委員長（村上和子君） ちょっと決算と、その部

分につきましては……。 
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○３番（佐川典子君） だから、決算でここに出て

いるわけですから、今後においても発生してくるわ

けですから、１年間の契約で、去年の１２月からと

いうことは、ことしにも関係してくるし、それで引

き続きの話だから、ちょっと今、伺いたいなと思っ

て聞いたのでございます。 

○委員長（村上和子君） 今答弁したとおりでござ

います。それでよろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ７９ページの産業振興の町

有林の森林環境保全にかかわることでちょっとお伺

いしたいのですが、これは昨年の間伐の面積の約倍

を行っていたり、下草等々も行っているところでご

ざいます。 

 そこでお伺いしたいのが、今、非常に森林資源と

いうのが見直されておりますし、まちの貴重な財源

にもなるということでございます。もちろん計画的

な中でこの管理というものを委託されているという

ふうに思いますが、やっぱり立派な木材というか、

材にしていく上において、今のこの計画の中で十分

足りているのか、非常に議会としても、近年、林活

のほうの動きがありまして、国等に要望書を上げて

いきながら、この森林財産を保全していきながら活

用を図っていくという動きがあります。 

 そのような中で、まちの町有林の、この計画どお

りのお金でやっていくことが可能かどうか、ちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（辻 剛君） ６番金子委員の、林

業にかかわります御質問にお答えさせていただきた

いと思います。 

 林業全体で捉えますと、町有林もそうですし、一

般民有林も同じ状況かなというふうに思っておりま

す。その中で、町有林につきましては私どもで管理

をさせていただいておりますので、特に伐期とかが

今来ておりますので、それは計画的に、公有林でも

ありますので、整備していかなければならないとい

うふうに思いますし、計画どおり事業の進捗を図っ

ていきたいというふうに思っております。 

 また、前回の定例会でも、森林環境税の関係で、

議会のほうでも国のほうにそういう意見書等を出し

ているのももちろん承知しておりますし、それをや

はり財源として、例えば不在地主の荒廃した森林を

どうするかという問題については、当然、当町のほ

うにもございますので、そちらのほうも、森林組合

が中心になるかというふうに思いますが、そういう

林業関係機関と十分に協議を行いながら、町内の健

全な山の維持については努めていきたいというふう

に考えております。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） ９１ページ、職員のストレ

スチェックの関係であります。 

 これ、当初予算５０万円くらいあったのかなと思

います。執行額が１５万７,５２０円と、大幅に減

少しています。対象者が減ったのか、また、受検者

の状況はどうだったのか、さらには、高ストレス者

数はどうなっているのかをお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １番中澤委員の質問に

お答えをいたします。 

 ストレスチェックの部分でございますが、当初予

算に比較して金額が少ないのではないかということ

でございますが、当初予算につきましては、最初

だったということで、少し、当時の見積もり等を勘

案してちょっと予算を組ませていただいたというこ

とでございまして、その契約の結果、この金額に

なったということで、１５万７,５２０円だったと

いうことで御理解いただきたいと思います。 

 内容でございますが、対象者につきましては、職

員のほか、通常のフル雇用の臨時さんを含めて、対

象者につきましては２５９名います。そのうちスト

レスチェックのアンケート調査に回答いただいた方

が２４６名ということでございます。なお、この結

果、いわゆる高ストレスという判定を受けた方が２

０名いらっしゃるという形になってございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） 高ストレス対象者が２０名

おったということですが、その後の取り組み等につ

いてはどのようになっているか、お尋ねをいたしま

す。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １番中澤委員からあり

ました、高ストレス者のその後の対策ということで

ございますが、基本、この方が誰かという部分につ

きましては、私どもはまずわかりませんのと、スト

レスチェックにつきましては、御本人に自分の状況

を知っていただいてやるという形になってございま

すので、基本は御本人がその結果を受けて、例えば

病院に相談しに行くですとか、そういうふうになる

ということで、この方に私どもがアクションを直接

起こすという部分については、そういう制度には

なっていないということで御理解いただきたいと思

います。 

 以上です。 
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○委員長（村上和子君） １番中澤委員。 

○１番（中澤良隆君） 確認をしたいと思います

が、では、職場では、２５９名対象のうち、２４６

名の人が受けた、その中で２０名の高ストレス者が

いた。だけどそれは個人が個人の責任で次の段階に

進むということで、職場、職域としてはわからない

ということでよろしいのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（床鍋のぞみ君） １番中澤委員のス

トレスチェックの高ストレス者の件についてお答え

いたします。 

 ストレスチェックにおきましては、１次予防とい

うことで、まず御自分でストレスチェックを受けて

いただくことでセルフチェックということをしてい

ただくということになっております。また、その結

果につきましては、同意がありました場合は、担当

でもわかるのですけれども、あるなしをとりますの

で、ない方につきましては、一切わからないという

ことになっております。まず御自分で受けていただ

いて、高ストレスになった方には、委託業者にこち

らからお願いして、手紙を入れております。高スト

レスになった方につきましては、産業医の面談をす

ることができますので、申し出てくださいというこ

とと、あとは保健師ですとか職員担当の相談も受け

ますのでということで、誰にも知られないようにそ

ういうことを行うための手紙は個々に入れておりま

すので、そういった申し出があった場合には対応を

していきたいと思いますが、平成２８年度におきま

しては、高ストレス者からの面談の申し出というも

のは１件もなかった状態であります。 

○委員長（村上和子君） ここで、暫時休憩といた

します。 

 再開は１１時１５分でございます。よろしくお願

いいたします。 

────────────────── 

午前１１時００分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開し、質疑を続けます。 

 御質問ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで１款の

議会費及び２款の総務費の質疑を終了いたします。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、第３款民生費の１

０２ページから１２５ページまでの質疑を行いま

す。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 決算書１０５ページ、要求

資料の資料７、こちらに添付いただいております、

民生児童委員協議会補助実績内容ということで、こ

ちらに関して質問させていただきます。 

 まず、この活動費、会長以下委員まで、それぞれ

１万３,０００円から１万円まで、この設定金額が

ありますが、これはいつからこの金額になっている

のか、確認できますか。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） ９番荒生委員の

質問にお答えいたします。 

 民生委員、児童委員の活動費につきましては、２

４年４月１日からこの活動費に改正になっておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） それ以前の、改正前の金額

というのは、何年間、一定程度変わらずの設定金額

だったのか、わかっていれば確認できますか。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） ９番荒生委員の

質問にお答えいたします。 

 ２４年の４月１日に今の金額になっております

が、以前、平成１２年６月から報酬という形で、報

酬で支出しておりました。これにつきましては、報

酬ということで、源泉徴収とかということになりま

すので、それが沿線の活動費とかの調査をした結

果、活動費として支出するのが適正であるというこ

とで、２４年１月１日から活動費という形で、その

まま金額を据え置いたまま、活動費という形にさせ

ていただいていたのが、会長が１万円、副会長が

８,５００円、会計が８,５００円、委員が８,００

０円という形で支出しておりました。その後、沿線

の活動費等の金額等、適正を考えて見直しを図り、

２４年４月１日からこの金額、現在の活動費の金額

となっておりまして、会長が１万３,０００円、副

会長が１万１,０００円、会計が１万１,０００円、

委員が１万円ということで支出させていただいてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） それでは、人数に関しての

確認ですが、現在、活動員が３２名ということで、

この人数に対しても、過去、報酬の見直しのとき

に、適正人数を審議し、変わってきているとは思う

のですけれども、その人数の推移というのを確認で

きますか。 
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○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） ９番荒生委員の

質問にお答えいたします。 

 民生委員児童委員協議会は昭和２１年に発足しま

して、翌年１０月１日から郡部の６名でスタートし

ております。昭和２３年１２月からは市街地に二、

三名を毎年増員しておりまして、平成元年１２月１

日から３０名体制となりました。平成元年１２月１

日の３０名体制から、平成６年１月１日に主任児童

委員制度というのが制度化されまして、主任児童委

員２名が増員になりまして、平成６年１月１日から

は３２名体制でやっておりました。平成２２年１２

月１日に、郡部と市街地の地区割の見直しを行い、

民生委員、児童委員が３２名、主任児童委員が２

名、合計３４名体制、こちらが平成２２年１２月１

日からこの体制で現在まで推移しております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １１５ページの委託料

で、地域移動支援事業というのがあります。成果報

告書の中でも１２６件という形で載っております

が、この地域支援事業というのはどの事業所が現在

実施されているのか、この点、確認しておきたいと

思います。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 移動支援事業につきましては、社会生活上、必要

不可欠な外出や余暇活動の移動支援といたしまし

て、現在は、上富良野町で言いますとニカラ、あと

は社会福祉協議会、すばるの３事業所でございま

す。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 余暇活動という形で、こ

の利用時間だとか設定というのはどのようになって

いらっしゃいますか。日曜、祭日だとか、いろいろ

利用したいだとかというふうにあると思いますけれ

ども、この時間制限というのは実際あるのでしょう

か、この点、伺っておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主査、答弁。 

○福祉対策班主査（武山義枝君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 移動支援に関しましては、日曜日、祭日であって

も、予約しまして、この日に用事があるということ

であれば、利用することが可能です。月３０時間を

限度として認めております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ３０時間ということであ

れば、１週間、大体７時間ぐらいという形になりま

すが、そうしますと、それ以上利用したいというこ

とは、恐らくないのかもしれませんが、要望があっ

た場合、現状ではそういう要望だとか、そういうこ

とがあるのかどうなのか確認したい。２８年度でお

願いいたします。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主査、答弁。 

○福祉対策班主査（武山義枝君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 現在のところ、２８年度に関しましても、３０時

間を超える希望は実態としてはありません。もしそ

のような実態があった場合は、特に町長が認めた場

合はこの限りではないというふうに要綱で定めてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） まちでは３０時間限度と

いう形で、それを超えた場合には町長が判断すると

いう形だというふうな答弁ですが、この時間数の設

定というのは、他の市町村から見てどのぐらいの位

置にあるのか、わかれば。わからなければよろしい

です。後でまた伺いたいというふうに思いますが。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主査、答弁。 

○福祉対策班主査（武山義枝君） ちょっと他市町

村の沿線の富良野市のほうでは、移動支援に関して

もいろいろ条件とかがあって、ちょっと上富良野町

よりは厳しい設定になっていたのかなとは思うので

すけれども、その他の市町村についてはちょっとわ

からないです。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 先ほども一般会計のほう

で申し上げたのですが、賃金等、１１５ページの発

達支援等の臨時保育士。大体８９０円から８００円

と、最低賃金が変更になった場合は上がるという形

になっております。あくまでも臨時ですから、それ

に基づいて賃金体系が設定されているという形で、

そのときどきの必要な形態において雇用されますか

ら、その範囲かなというふうに思いますが、この全

体を見ますと、やっぱり臨時の方でも長期に雇用さ

れている方というのはいるかなというふうに思いま

す。そういう場合に、果たしてその８９０円か、資

格を持っていればある程度違うのかもしれません

が、妥当なのかという形で、相当疑問を感じるとこ

ろがありまして、当然、やっぱり意欲を持って働い
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ていただけるためにも、一定、長期にわたって働く

形態があるということになれば、賃金形態を見直す

必要があるのではないかというふうに思いますが、

３款のところ全般にわたって、ちょっとその点、雇

用形態等、どのようになっているのか、お伺いした

いと思います。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川德幸君） ただいま１１番米

沢委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 資料１１、１２でも出させていただきましたよう

に、発達支援センター並びに児童館につきまして

は、非常勤嘱託職員並びに臨時職員、発達支援セン

ターにつきましては正職員と嘱託職員、児童館とい

うような形で職員を配置させてやらせていただいて

おります。確かに今言われた臨時職員の方も長期間

にわたって働いている方もいらっしゃることは事実

でございます。ただ、勤務の形態として、主に発達

支援センターに限れば、臨時職員の方については、

支援している間の託児という部分が主にその勤務内

容となっておりますので、そのような正職員、ある

いは嘱託職員の補完的というか、そういう部分の勤

務ですので、このような賃金体系にしておりますの

で、経験年数によって云々につきましては、上富良

野町の臨時職員の全体の中で検討すべきものと考え

ておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） １０９ページと、それに

成果表のほうでは２７ページの保健福祉総合セン

ターのことについてお伺いしたいというふうに思い

ます。 

 この中で、今回、ちょっと目立つなと思うのは、

利用者数が、昨年度の７万２,４９３人から、延べ

６万６,５７０人というふうに、６,０００人ぐらい

減しているというふうに読んでいいのかなというふ

うに思うのですけれども、この中で、大きな利用者

数の減ったところということによってというふうに

思われるのですけれども、使用料が減っているとこ

ろから見ると、運動機能云々というのがありますけ

れども、健康浴の施設の利用というか、そういう人

たちが減っているのかなというふうに見るのですけ

れども、この運動指導員というか、そういう人がか

わったりとかいうことがあってこういうふうになっ

ているのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川德幸君） ただいまの１０番

髙松委員の御質問にお答えいたします。 

 確かにプール利用につきましては、年々、ピーク

時、平成１７年は２万８,０００人程度でしたので

すけれども、結果的に２８年度については１万７０

０人程度の人数に減ってございます。ここ数年につ

きましては、運動指導業務につきましては、シン

コースポーツという形で委託させていただきますの

で、人の変更はないような状況でございます。 

 プールの利用については、当初、かみんの目玉で

あったプールというのが一番の運動機能というか、

保健予防のためにも必要な施設ということで、建設

当時の目玉として設置されたことなので、それにつ

いては非常に重要性を我々も感じていますので、昨

年来、委託先のシンコースポーツと、何が原因で

減ったのかというのを種々協議させていただいた経

過もあります。その間、１カ月間、プールの利用無

料ということもやらせていただいたり、さらに、昨

年の３月でしたか、広報でもプールの有効性という

ような形で広報をさせていただいた経過がございま

す。そのようなことを続けながら、今後、プールの

利用については増加のほうに向けて頑張っていきた

いと思いますので、御理解願いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） それで、町民の人たちの

プールに対しての期待度というのはいまだ強いもの

があるというふうに思うのです。肥満の人たちの、

外で歩くよりは、その中でやったほうがいいよとい

うのも、これもほとんどの人が知っているような状

況、話を聞いているとね。そういうようなことから

して、今後、このところへの集客という言い方はお

かしいですけれども、人を集めるということに対し

て、どういうような対策を立てようとしているか。

先ほど利用料を無料にしたりとか、広報で知らせた

りしているよという以上に、何か町民に、今までそ

れだけの大きな利用があったのが、減っていってし

まっている。みんなが健康になったといえばそうい

うことなのかもしれないのですけれども、何か、

言ったらあれだけれども、マンネリ化しているとこ

ろがあったりとか、何かあるのかなというようなこ

とも気になるところなのですけれども、今後どうい

うふうに持っていこうとしているか、お伺いしたい

と思うのですけれども。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川德幸君） ただいま１０番髙

松委員の御質問にお答えいたします。 

 なかなか画期的な改善策というのは、我々も

ちょっと今現在、持ち合わせてはいないのですけれ

ども、今後、繰り返しになりますが、さらに委託先

の運動指導師と、どのようなメニューが町民の方に

とって魅力あるものか、さらに広報でその有効性と

いいますか、プールの有効性、さらに、今現在も

やっているのですけれども、特定健診時について、
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そのようなちょっと改善が必要な方については、積

極的にプールのほうの指導をしていっているような

状況ですので、そこら辺について、粘り強くやって

いきたいと思いますので、御理解願いたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ページは１２１ページなの

ですけれども、少子化対策の推進事業ということ

で、講師の謝金が４０万円というふうになっており

ます。ほかの講師の謝金と比べて、これ、何回分に

なるのでしょうか。まずそこを伺いたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（吉河祐樹君） ３番佐川委員

の質問についてお答えします。 

 先ほど言った子育て支援の報酬なのですけれど

も、事業をやっておりまして、その中で、一つがラ

イフデザインセミナーということで、若年者の人生

設計の中での結婚支援というか、少子化対策という

ことで謝金を出しております。それ以外につきまし

ては、もう一つ、ワーク・ライフ・バランスという

ことで、講師を東京のほうから呼んでいる方が１名

おりまして、これにつきましても謝金を払っていま

す。その内訳になっています。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 回数でいうとどのぐらいに

なるのでしょうか。まずそれを。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川德幸君） ４０万円というこ

とで、回数的には、今、主幹のほうから言った２回

です。金額的には非常に高い金額になっているので

すけれども、東京のほうからお呼びしましたので、

結果的にお二人で４０万円というような謝礼をお支

払いしております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ほかの講演の謝金と比べる

と高いなというのがまずあったもので、ちょっと伺

いたいというのがあったのですけれども、この下の

欄に、支援者の謝礼ということで書いてありますけ

れども、これはどういうようなことを意味して、ど

ういうふうな支払われ方をしたのか、ちょっとこの

辺も伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（吉河祐樹君） ３番佐川委員

の質問についてお答えしたいと思います。 

 支援者の謝礼ということなのですけれども、これ

につきましては、中学校の子育て講座に伴う謝金と

いうか、子育て中のお母さん方に対して、本とか、

そういった部分のものだというふうに押さえており

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川德幸君） ただいまの答弁に

補足させていただきますが、今、主幹が言われたよ

うに、中学生のための妊娠・出産・子育て講座とい

うことで、実はこれ、中学校の授業の中で、妊娠、

出産に関する基礎知識を学習するとともに、そこに

つながる思春期の健康、命の大切さを考えるという

ことで授業の中で展開させていただきまして、その

中で、子どもとふれあう機会を実はとらせていただ

きました。子どもセンターとかネットワークと協力

いたしまして、親子で来ていただいて、中学生と小

さいお子さんがふれあうことによって、中学生の子

育てに対する意識というのですか、そういうのを啓

蒙しようというような事業でございまして、それに

伴いまして、協力していただいたお子さんについ

て、絵本等々をプレゼントというか、謝礼という形

でお渡しした内容でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） すごく大切なことで、本当

に核家族で、今現在は子どもにふれあうという機会

が少なくなってきておりますし、大変これはいいこ

とだったのではないかなというふうには想像できる

のですけれども、この参加された親御さんに対する

絵本は何冊ぐらいを支援者の謝礼としてなったの

か、この辺、ちょっと伺ってもよろしいですか。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（吉河祐樹君） ３番佐川委員

の質問についてお答えします。 

 １人、金額にもありますけれども、絵本を３冊と

いうことで渡しております。後ほど人数を調べてお

答えします。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ぜひこれ、継続して、子ど

もたちに、乳幼児等、核家族で近くにいない、小さ

い子どもの姿を見る機会がないという人たちが今ふ

えてきておりますので、ぜひこういったことを次年

度にも生かしていただいて、またいろいろな意味に

おいて参考にしていって、生かしていただきたいな
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というふうに考えているので、そこら辺の継続性に

ついてはどう考えていますか、その辺、伺いたいと

思います。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川德幸君） ただいま３番佐川

委員の御質問にお答えいたします。 

 ２８年度やった結果、アンケート等々もとらせて

いただいたのですけれども、おおむね好評というこ

とで、継続していただきたいという意見が多かった

ので、２９年度予算についても計上させていただき

まして、今後、１０月か１１月ぐらいに実施する予

定でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 発達支援センター事業

で、１１５ページで、主要な事業調書の中で、発達

相談２１７件という形になっております。この相談

内容というのは秘密な部分で、なかなか公表はでき

ませんけれども、大まかに、困り事という形で、中

のそういう特筆すべきような相談、２８年度におい

てあって、そういったものに対する支援体制という

のがどういうふうにやられているのかなというふう

なことを大まかに、わかればちょっとお知らせ願い

たいなというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 子どもセンター施設長、

答弁。 

○子どもセンター施設長（山田和恵君） １１番米

沢委員の御質問にお答えいたします。 

 いろいろな子どもさんの課題を抱えている方、た

くさんいらっしゃるので、その中で、コミュニケー

ションがうまくいかないとか、やっぱり言葉の発達

がとてもおくれているとかというようなことが、あ

とは体の発育のことで、同じ年齢の子と比べたら、

なかなかうまく育ちが進んでいないというような、

そういうような内容のものが多いかと思います。相

談をすることで、そこから発達支援センターとかに

つなげるということをお母さんのほうとお話しなが

ら進めていっている状態です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、そういう

お子さんというのは、恐らく幼児期からそういう状

況になっているかというふうに思います。また、当

然、学校へ就学した場合でも、当然そういうふうに

つなげる対策というのが、指導、あるいはつなげる

というようなことが行われているかというふうに思

いますが、そういった保育所、幼稚園関係とのやり

とり、学校とのつなぎというのはどういう感じで申

し送り、あるいはどういう支援体制が必要なのかと

いうことで、学校との協議する場所もあるというふ

うに思いますが、幼稚園とも、そこの現状等につい

て、どういうつながり、支援がやられているのか、

各施設等のやりとりがわかれば、大まかに。 

○委員長（村上和子君） 子どもセンター施設長、

答弁。 

○子どもセンター施設長（山田和恵君） １１番米

沢委員の御質問にお答えいたします。 

 発達支援センターのほうでは、地域支援として、

認定こども園とか保育園などに入っていますので、

そのところで各保育園で気になるお子さんとか、課

題を持ったお子さんとかの課題を共有したり、指導

員が行ってアドバイスを行ったりとかをしておりま

す。学校に入るときは、就学前として、学校の先生

方と一緒に、こういう課題を持ったお子さんなの

で、こういうところを気をつけて見てあげてくださ

いというような形で伝えていっている形をとってい

ます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 子どもセンターそのもの

で、いろいろとわいわいランドだとか、いろいろな

取り組みをされて、保護者の方にとっては好評だと

いうふうに思っています。部屋を見ていますと、相

当狭い中で、よく努力もされながらやっているとい

う状況で、入って左側の奥へ行きますと、いろいろ

とブランコ的なものがあったりだとか、遊びの広場

がありますけれども、相当狭隘な中で子どもたちと

親などが遊んでいると思いますが、相当きつい、も

うちょっと幅広くゆったりとした中での、そういう

施設整備というのが、見ていましたら、全体的にな

のですが、必要な時期に入っているのではないかな

というふうに思いますが、それをカバーできるの

は、指導相談だとか、いろいろな形の中で考えられ

てされているというのは十分わかるのですが、その

点、現状はどうでしょうか、お伺いいたします。わ

かる範囲でよろしいです。狭隘な中で、すごく遊び

の場所だとか、提供されているのだと思うのです

が。 

○委員長（村上和子君） 子どもセンター施設長、

答弁。 

○子どもセンター施設長（山田和恵君） １１番米

沢委員の御質問にお答えいたします。 

 わいわいランドなどでは、町内の多くの方々がい

らっしゃるので、たくさんの方が利用されるという

ことで、窮屈そうに見えるかと思いますが、ふだん

の指導の中では、多くても３名から５名ということ

で指導を行っていますので、その辺、広さの点では

そんなに狭いというような形は聞いておりませんの

で、御理解いただきたいと思います。 
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○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで３款民

生費の質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、４款衛生費の１２

６ページから１４１ページまでの質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １２７ページで、乳幼児

の医療給付の点でお伺いいたします。 

 この点で、非常に非課税世帯などの拡充もされ

て、無料化、対象範囲が拡大されたということは大

変喜ばしいことであります。ただ、この間、やっぱ

り住民の方からも、やはり少なくとも小学校の就学

まで、全て無料化にしてほしいと。あわよくば中学

校まで、近隣の町村でもやっているので、広げてほ

しいという声が随所に聞かれます。まちは、この間

のやりとりの中でも、子育ての全般で支援体制を整

えているので、そこまでは実施しないというような

答弁をされております。しかし、住民の思いとは逆

でありまして、そういうものも含めて、近隣の自治

体も充実してきて、なおかつそういったものに対す

る充足感を広げてほしいという形の声があるわけ

で、この点、非常に予防給付にもつながる話ですか

ら、早目の受診過多ということがよく言われますけ

れども、そう多くはないという形に聞いております

し、そういった点で、この点の、私は改善が必要か

というふうに思いますが、この点、確認しておきた

いというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

乳幼児医療費助成に関する御質問にお答えいたしま

す。 

 委員御発言のとおり、この制度につきましては、

２８年度に見直しをさせていただきまして、２９年

４月からはこの対象者を拡充したところでございま

す。委員御発言のとおり、近隣の市町村との違いに

ついて御指摘をいただきましたが、上富良野町は近

隣市町村、また、全道、全国の制度の状況も十分そ

こにつきましては検証しまして、現在、委員御発言

のとおり、医療費だけの助成ではなく、各世帯にお

ける皆様の生活実態を十分把握した上での制度の拡

充が必要ではないかと所管としては考えているとこ

ろでございます。本当に乳幼児医療費、医療費がか

かった方に助成するのは最終的な手段でありますの

で、その前段であります、子どもたちが健やかに健

康で育てることをまず初歩的に私たちは考えていか

なければならないと思っていますので、それについ

ては、保健福祉課が所管である健診並びに健診に至

らないまでも、各乳幼児から就学期の義務教育にお

けるまでの子どもたちの健康づくりが最初の手段だ

と考えておりますので、ただ、ことし、２９年度の

実績もこれから出てまいりますので、これについて

は十分精査し、今後の検討の課題項目だとは考えて

おります。 

 なお、国におきましても、子どもの医療費につき

ましては、かなり就学前のお子様に対しての医療費

については制度の見直しを検討していることの情報

も得ておりますので、その情報も十分踏まえた上

で、今後検討する課題だと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １３７ページ、クリーン

センター管理の問題についてお伺いいたします。 

 クリーンセンターの管理については、適時実施さ

れておりますが、最終処分地についての寿命等とい

うのは、現在、どのような段階に入っているのか、

この点、確認しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） １１番米沢委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 最終処分場については、平成１１年の４月から１

５年間の埋め立てとして開始しておりまして、当初

は１５年間で見込んでおりましたが、町民の方々の

分別収集が行われまして、ごみの量が少なくなった

という形で、平成２６年に、平成４２年まで延長し

てございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ごみ袋でちょっとお伺い

したいのですが、生ごみの小さいほうの、あれがよ

く店舗に行って、品薄になって、品切れしていると

いう声がよく聞かれます。その点、どういう生産体

制になっているのか。この点、非常に利用者にとっ

て、またひとり暮らしの方、あるいは高齢者の方に

とって、必需品というか、大切なものになっていま

すので、その点、お伺いします。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主査、答弁。 

○生活環境班主査（飯村明史君） １１番米沢委員

の御質問にお答えさせていただきます。 

 現在、生ごみの袋につきましては、富良野市のほ

うで作成しておりまして、この圏域全部がその袋を

使っている形になりますけれども、種類が大中小と
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大きく分けて三つになっておりますが、小に当たる

６リッターの容量のものがありまして、その部分

が、今お話いただきましたように、上富良野で、実

際、店舗で取り扱われている部分が、今聞いている

範囲では３店舗しかない状況にあります。そういっ

た部分が、一応業者のほうで作成とかしているもの

ですから、行政のほうで可燃や不燃のようにつくっ

ているものではないので、用意することはできない

のですけれども、そういった部分を啓発しながら、

取り扱っていただけるような部分として今考えてお

ります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ７番北條委員。 

○７番（北條隆男君） １３１ページのがん検診の

ことなのですけれども、成果報告書によると、６種

類全部が、人が減っているのですけれども、何かそ

の要因はあるのですか。 

○委員長（村上和子君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） ７番北條委員の

御質問にお答えします。 

 職場検診ですとか医療機関の受診者とかの関係

で、対象者自体が減っております。受診率で言いま

すと、前年度から比べて減少しているのが、肺がん

検診。肺がん検診が今年度５８.１％と、健康２１

の目標値と、まちの目標としていました６５.７％

も下回っている状況ですが、国の目標値は５０％

で、そこは達成している状況にあります。ただ、肺

がん検診がなぜ減少しているのかというのを、ただ

いまどういった要因で減少しているのかというのは

分析している最中でございます。 

 がん検診につきましては、それぞれの担当地区ご

とに、過去のがん検診の履歴をもとに、個別に受診

勧奨ですとか、特定健診のときにがん検診の申し込

みをとったりですとか、無料クーポンをまち独自に

も配っておりますので、そのクーポンを使っていな

い方に対しても、個別の受診勧奨をしております。

そのほか、特定健診とがん検診が一緒に受けられる

ように、セット検診ですとかレディース検診という

のを行いながら、環境も整備しながら、がん検診の

推進にこれからも努めてまいりたいと思っていま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ちょっと今のがん検とは違

うのですけれども、子どもの生活習慣予防のほうの

かみふっ子健診なのですけれども、これは中学２年

生の受診率が劇的に向上しているのですけれども、

大変すばらしいと思いますが、これは何か得策みた

いなことというのはされていらっしゃったのです

か。 

○委員長（村上和子君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） かみふっ子健診

につきましては、昨年度、非常に受診率が落ちたと

いうこともありまして、受診率を上げるために、受

ける時間帯ですとか、日にちをふやしたりですと

か、皆さんができるだけ受けていただけるように問

診票を簡素化しましたりとか、個別の勧奨をさせて

いただいたところであります。ただ、中学生はふえ

てはいるのですが、中学生の女子がなかなか、去年

の実績でいうと、まだ少ないという状況ですので、

これからも積極的に勧奨していきたいと思っており

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） それでは、４款の質疑を

終了します。 

 ここで、昼食休憩といたします。 

 再開は１時でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

─────────────── 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（村上和子君） 昼食休憩前に引き続き、

委員会を再開し、質疑を続けます。 

 その前に、先ほど佐川委員の質問にありました、

後からということで、保健福祉課長、答弁よろしく

お願いいたします。 

○保健福祉課長（北川德幸君） 午前中の３番佐川

委員の御質問に対しての答弁漏れがありましたの

で、報告させていただきます。 

 中学生のための妊娠・出産・子育て講座にかかわ

る支援員の謝礼の件なのですけれども、午前中、

ちょっと主幹のほうから説明させていただいた部

分、一部訂正させていただきたいと思います。１人

３冊というようなお話で答弁させていただいたので

すけれども、３冊のうちから１冊を選んでいただく

ということで、大変申しわけありません。そのよう

なことで、１人１冊ということです。何冊かという

ことについては、２８組の方が参加されましたの

で、２８冊の本を支給させていただいたということ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） 次に、５款労働費の１４

０ページから７款商工費の１７５ページまでの質疑
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を行います。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 決算書１６９ページ、成果

報告書４９ページの観光客誘致対策、こちらに関し

て質問させていただきます。 

 ２８年度の観光客入込数は、当町においては６１

万１０８人ということで、前年度を２万人ほど割っ

ており、観光振興計画も２７年度の目標で８０万人

という数値目標を掲げている中、残り、３０年度、

１年しか観光振興計画もありません。この２８年度

の入込数減少のまず要因と、今後の対策に関してお

伺いさせていただきます。 

○委員長（村上和子君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（角波光一君） ９番荒生委員の

御質問にお答えいたします。 

 ２８年度は前年度より観光客が下がっておりま

す。理由といたしましては、まず、昨年、台風と雨

とありまして、諸外国等、あとは道外からの観光客

が天候不順のため敬遠された部分が、上富良野も含

め、ほかの地域もありますが、その数字が出ていま

す。冬になりますと、若干、昨年度よりは上がって

いるのですが、総体的に見たときには入り込みが下

がっております。 

 今後の計画といたしましては、インバウンドを含

めて、国外、国内の観光客が入り込みするよう、今

努力しているようにしています。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） この入込客数は、富良野、

美瑛全体では前年を、若干ですが、数字的には伸び

ていますよね。大雨、もちろん台風災害等々の被害

の状況においては、その条件的には特に近隣の市町

村と何ら変わりなく、なぜ上富が落ちているのかと

いう要因というのはお調べになりましたか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） ９番荒生委員

の御質問にお答えいたします。 

 ２８年度の観光客の入込数が、２７年度に比べま

して、本町においては約９６.４％程度になってい

るというようなこと。それから、富良野、美瑛全体

では１００.９％ということで、富良野、美瑛全体

では若干の伸びがあった中で、特に管内の中では大

きく観光客の入込数が減少傾向にあったのは、本町

と南富良野町というようなことになっています。特

に本町の場合は、昨年度の雨については、十勝岳温

泉地区に影響があって、その後のキャンセル等が

あったようなことが一つの要因になるのかなという

ふうに思いますけれども、エリア全体の中ではしっ

かりとお客さんは一定程度、特に８月の雨から９月

にかけての宿泊者のキャンセルというものは全体で

ありましたけれども、通年を通しては、富良野、美

瑛には一定程度のお客さんがしっかりと来ていただ

いておりますので、そんな中で、うちの地域が全体

を通して３.５％ほど減になっているというのは、

私たちのまちには対応できていないような、そうい

うものがあるのだろうというふうに理解をしなけれ

ばならないと思っています。 

 いろいろな要因があるのでしょうけれども、特に

インバウンドのお客さん、特にアジア圏のお客さん

は、ＪＲを利用して来られているお客様、かなりの

数が利用されていますけれども、ＪＲの駅からの観

光施設への足とかというものは、かなりうちのまち

では劣っている部分があるのだろうなというような

ことも、分析の中ではそういうことも理解をしてお

りますので、あとはそれぞれ駅前周辺を含めてと、

例えば食であったり、いろいろな観光のお客さんが

期待を持っていただけるような、そういう魅力をま

ち全体の中でつくり上げていかなければ、一気に観

光客が目標を達成するということにはなかなか至ら

ないのかなというふうに思いますので、観光協会、

それから商工会等含めて、全体で産業の連携を図り

ながら、今後の推進を図ってまいりたいというふう

に考えているところであります。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） それでは、最後に、この２

８年度、予算執行の中で、観光振興計画の現在の達

成度というのは大体何％ぐらいと認識しています

か。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） ９番荒生委員

の御質問ですけれども、計画の進行状況が何％なの

だというふうな御質問であれば、基本的にそれぞれ

の年度においてこういう項目を実践していこう、こ

ういうプランに沿ってこういう取り組みをしていこ

うというものが計画の中で明記されておりますの

で、それらについては着実に実践をしていっていま

すので、やろうとしていることについてはおおむね

手掛けていたり着手をしている、実践しているとい

う状況にあると思います。それが、例えば今、数字

として結果としてあらわれたときに、それの入込数

が、目標がこうだったけれどもどうだったのだとい

うことになれば、目標値には達成していないことに

なりますけれども、取り組んだことがしっかり効果

があらわれるようにしていかなければなりませんけ

れども、効果があらわれないとすれば、取り組みの

仕方が悪いというようなこともあるのかなというふ

うに思いますけれども、計画に沿った取り組みにつ
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いては対応させていっているというふうに理解をし

ております。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １６９ページの商工業者

の持続化補助という形で、いわゆる店舗のお客さん

を呼び込むための改装その他という形になっている

かというふうに思いますが、有効的に使われている

というような、ちょっと見たり聞いたりして、なっ

ておりますが、現状ではどういう業種の方がこの補

助を使って新たな事業展開、もしくは観光客、ある

いは事業所に呼び込むというような事業をされてい

るのか、ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（角波光一君） １１番米沢委員

の質問にお答えします。 

 ２８年度は１５件の件数の方々が使われていま

す。内容といたしましては、建設業の方が２件、一

般の商店が１０件、あとは旅館業が２件、工業が１

件で１５件の中身で、それぞれ皆様たちが活用され

ております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、いわゆる

部分的にどういう部分の、厨房だとか、あるいは接

待、いわゆるフロントサービスの部分だとか、いろ

いろあると思いますが、大まかに抽出して、わかる

ところだけでよろしいです。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） １１番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 先ほど担当主幹のほうから、１５件の事業者が、

この補助事業を、昨年度、新規の事業で進めた事業

ですけれども、対応いただいています。どういった

ものというのは、それぞれのお店によって全く違い

ますので、例えば駐車場の整備に使われた事業者も

おりますし、例えばお客さんが食のソーセージづく

りなどを体験できる、そういうものがありますけれ

ども、そういうところが非常に、例えば温度が暑く

なりますので、お客さんが快適に体験できるよう

に、エアコンの整備をさせていただいたお店とかも

ありますし、それぞれのお店によって、こういう事

業をやりたいということで、審査会の中で審査を

し、決定をさせていただいておりますので、非常に

本当に１件１件のニーズに応じた対応をしてござい

ます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 観光客誘致の点につい

て、１６９ページ、お伺いいたします。 

 この間、地場産品の普及推進事業負担、あるいは

地場産品の普及推進事業にかかわって、商工会や観

光協会との連携を図りながら、プレミアムビールも

含めた連携、販売などをしてきました。非常にこの

点で、観光担当の課長も重々知っていらっしゃると

思いますが、なかなか上富良野は、確かにポークだ

とか、豚さがりだとかというのがあるのですが、そ

れがまち全体に特産品というイメージで広がってい

るところもあれば、わかっているところもあるけれ

ども、なかなか全体として、それぞれの商店やいろ

いろな飲食店街で、統一されて何かをつくるという

点で、非常に弱いのかなというふうに思います。そ

れぞれの飲食業界、店の展開がありますから、一概

に結びつけていくというふうにはなりませんけれど

も、そういう何か一つ、やっぱり目玉にしながら、

アピールできるものを展開しながら、観光客の誘致

だとか、上富良野へ行ったらこれを食べられるとい

うようなものに、若干、他の自治体より弱さを感じ

ると思うのですが、その点、この２８年度などを見

ていますと、非常にやはりつながりが弱いのかなと

いうふうに思っているのですが、そこら辺はどうな

のですか。 

○委員長（村上和子君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（石田昭彦君） １１番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 豚肉販売促進協議会等を中心に、特に上富良野

ポークというものは一定程度多くの皆様に浸透いた

だいているブランド豚だというふうに私たちも理解

しておりますし、近年では、観光に訪れたお客さん

も、町内の焼肉店等で昼食等を御利用いただいた

り、お泊まりのお客さんは、まちのほうに出て焼肉

店を御利用になっているというような姿も目にして

いるところであります。 

 委員御発言のように、もう少し、例えば地域のブ

ランド力を高めるような、地元の貴重な、非常にお

いしい農産物もたくさんありますので、こういうも

のを加工されている６次化に取り組まれている農業

者等もしっかりございますし、こういうものをしっ

かりとブランド化していけるような、まちの推奨品

の仕組みもございますけれども、推奨品に認定され

ることで、しっかりとした事業者さんに対するメ

リットになるようなものをまちとしてもしっかり

と、そういうものも準備できなければ、推奨品に

なったから何か得になるのというようなことであれ

ば、なかなかせっかくそういう取り組みをされてい

る事業者も、そういうものを目指そうという動きに

はなかなかならない部分もあるのかなというものも
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ありますので、そういうふうに認定された商品につ

いては、当然、まちのパンフレットであったり、ま

ちのホームページを通じて、一番最初にそういうも

のが、一番お客さんが見やすい場所にそういうもの

をＰＲするだとか、そういうようないろいろなこと

を考えていかないとならないのだろうなというふう

に思っていますので、せっかくの推奨の制度があり

ますので、こういうものを事業者の皆さんが目指し

ていただけるような、そういうものに少し知恵を

絞ってまいりたいなというふうに考えているところ

であります。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） １７５ページの吹上露天の

湯の源泉使用料とかと載ってはおりますけれども、

たしか２７年度だったと思うのですけれども、議会

報告会にも来てくれたし、町長との懇談会というの

にも参加された人が、自衛隊ＯＢの方なのですけれ

ども、ボランティアで、露天の湯の近くでいろいろ

な活動をしてくださって、たわし等も自前で買っ

て、何とかきれいにしているというようなことを

おっしゃる方がいらっしゃったのですけれども、そ

ういう人のそういう意見がこの中で少し反映されて

いたのかどうか、ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（角波光一君） ３番佐川委員の

質問にお答えします。 

 今、吹上露天の湯の関係で、２７年度のときに、

ボランティアの方が一生懸命やってきているのに、

予算に反映していませんかということですが、ここ

の１７５ページの予算は、土地使用料なので、国に

納めるお金の金額です。消耗品のほうでは、デッキ

ブラシとか、細々した直す部分での消耗品は、ほし

いものがあるときは役場のほうに来ていただいてい

るので、それを確認して、買って使っていただいて

います。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） そうすると、消耗品のとこ

ろで、個人でボランティアされている方の意向を聞

いて、処理をさせていただいているということです

か。わかりました。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで５款労

働費、６款農林業費、７款商工費の質疑を終了しま

す。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、８款土木費の１７

４ページから１９１ページまでの質疑を行います。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １８５ページであります

が、島津公園の公園管理ということで、トイレが改

修されて、非常にきれいになってきております。 

 そこでお伺いしたいのですが、島津公園内に噴水

というか、じゃぶじゃぶ池というのがあります。多

少色は塗ってあるのですが、歩いていて、やっぱり

聞いたら、もうちょっときれいにしていただけない

かというような、子ども連れの方からお話を聞くこ

とがありました。これとあわせて、日の出公園の水

もそうなのですけれども、非常によどみがあったり

だとか、いわゆる黒ずんだり、流れる過程で石が非

常に黒ずんでいたりだとかして、ああいったところ

なども、もっと子どもが来て遊べる、今、親子で楽

しめるような噴水になったりだとか、大通公園で言

えば、はっきり言えば噴水だとか、ああいう形を

やっぱり望む声が結構聞かれます。やっぱりせっか

くのきれいな公園というのがあるのですけれども、

そういう寄ってみたい、ちょっと水で遊んでみたい

というような感じのつくりを、今後つくり変える必

要があるのではないかなというふうにちょっと感じ

ておりますので、この点はいかがでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １１番米沢委員

の、島津公園のじゃぶじゃぶ池、それから日の出公

園の噴水の部分についての御質問でありますけれど

も、島津公園につきましては、やはり昔、噴水に

なっていたのですが、自前で一部古い噴水を撤去し

て、そしてホースをつないで、そこから１０セン

チ、２０センチ、横から出るような、幼児が遊べる

ような形で、今つくり変えたところなのですが、や

はり下の部分については、滑るとか、そういうのが

あります。今、管理人にも、指導といいますか指示

していますのは、やはり滑らないように、デッキブ

ラシで磨いたり、そして、ことしもそうなのですけ

れども、高圧の洗浄機を持ってきて、何回か清掃は

しております。ですから、今後についても、水遊び

につくり変えるという部分を検討していく部分なの

かなというふうに思っております。 

 また、日の出公園につきましても、やはり水自体

は循環しておりますので、定期的な水の入れかえ、

そして清掃も必要となってきますので、そういう部

分についてもしっかりと公社に指導していきたいと

思います。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 
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 ほかにございませんか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） １８７ページの公園管理の

ところの公園緑地維持管理交付金というのがありま

すが、これは始めて既に数年たっておりまして、各

住民会の中にある緑地が非常にきれいになっている

現況でありますが、当初始めたところから、わりと

年月がたっていて、器具の更新であったりとか、そ

ういった声が聞こえているのですが、なかなかそう

いったところの部分までの簡単な更新というのがな

いのが実際のところと、もう１点、面積に応じて、

いわゆる刈り払い機だけではちょっと効率が悪いと

ころ等々が、今現状で出てきていると思うのです

が、それらに関する、乗用型であったりとか、もう

少し公園を管理される住民会のほうが効率が上がる

ようなことが今望まれておりますが、こういったも

のについて、これは検証されているのか、お伺いい

たします。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ６番金子委員の、

まちの緑地等の委託のことでございます。公園緑地

等の部分についての御質問でございますけれども、

やはり住民会にお願いして、今取り組んでいるとこ

ろではございますが、やはり機械類は、故障してき

たり、いろいろどんどんふえてはきております。更

新時期になってきているのかなというふうに把握は

しております。毎年、住民会との調整で把握はして

おりますが、この機械の補助につきましては、町民

生活課のほうにも補助部分はありますので、そうい

う部分も利用しながら、建設水道課のほうでも対応

していかなければならないのかという部分も、今後

検討していきたいというふうに考えております。 

 また、面積の広い箇所につきましては、刈り払い

機ではなくて、例えば押すタイプとか、それから乗

用タイプとかという部分も考えていかなければいけ

ないと思いますが、やはり乗用タイプは高額であり

ますので、なかなか厳しい部分もございます。その

部分で、押すタイプの部分がいいのかどうかという

部分も、今後検討していきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 私もいろいろなところの住

民会の緑地の管理を見ているのですけれども、やは

りどちらかというと高齢な方がきれいに管理をされ

ているのですよね。非常に丁寧にやっていらっしゃ

るのもあるのですけれども、今後も持続していくた

めには、やはりそういったインフラの整備という

か、道具のものも、計画的な年次を持ってやってい

かないと、次に続いていかない懸念があると思いま

すので、今、ここの部分に関しては、維持の部分の

お金のところはずっと出ているのですけれども、

やっぱり機械部分に対しても必要だと思いますの

で、そういったものは講じていく考えを計画的に持

たれるかどうか、もう一度お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ６番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 地域にお願いして、やっていただけている部分に

つきましては、高齢者の方が主でございます。やは

りこれを持続していくためには、話し合いをした

り、いろいろ検討して、問題があればそれを検討し

て、対応していかなければいけない部分もあると思

いますので、これをまた、なくすわけにもいかない

ものですから、やはり継続できるような形で、いろ

いろと考えていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １９１ページの住宅の件

でちょっとお伺いしたいと思います。 

 １号棟が非常に水漏れ、雨漏りするという状況が

一部見受けられますが、その原因等というのはどう

いうふうに捉えているのか、ちょっとお伺いしま

す。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（北山雅幸君） １１番米沢委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 先日、１号棟の屋上の排水のところから、草や土

がたまって、４カ所、ますがついているのですけれ

ども、１号棟のますについてはちょっと小さい部分

がありまして、目詰まりで、ごみが入って流れなく

なって、屋上全体がプールみたいな状態になってご

ざいました。それは早急にうちのほうで対処しまし

て、流れるようにはしたのですけれども、２号棟に

ついては若干工夫されて、ますの部分のます目が大

きくなっているのですけれども、１号棟の部分につ

いては、ちょっと今後検討して、直していきたいと

いうふうな考えを持っています。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 公営住宅の供給の点につ

いてお伺いいたします。 

 非常に総体的な人口も減少するという形になっ

て、一般の民間の住宅も活用されるという状況にな

りまして、将来的に上富良野町における公営住宅の

供給の戸数等というのが一定見直しというか、今後

どういうふうになるかわかりませんけれども、現
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状、建設されている部分も含めて、あり方というの

は、今現段階でいろいろと評価もされて、今後どう

あるべきかというようなところまで考えている部分

があるのかなというふうに思いますが、その部分の

将来的な供給のあり方等についてはどうでしょう

か。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員

の、今後の公営住宅の整備計画に対しての御質問に

お答えさせていただきます。 

 現在、上富良野町の公営住宅の計画につきまして

は、２８年度決算にも出ておりますが、泉町南団地

の整備計画を現在進めているところでございます。

なお、町内には８カ所の団地がございまして、今

後、まだ老朽化になっている西町団地も踏まえて、

まちとしては公営住宅の整備計画を実現可能な計画

として今後検討していかなければならないと考えて

おりますが、現時点で、既に泉町南団地の入居者

が、２号棟において特定入居を全て終えております

ことから、３号棟の建設からは一般公募ということ

で、かなり当初の計画よりも先行して入居者のほう

を一応募集をするような形を今進めておりますの

で、今後、泉町南団地整備計画につきましても、

今、委員御発言のとおり、町内における民間アパー

トの空き室の状況も踏まえ、なおかつまちの公営住

宅の整備管理戸数につきましても、総体的な見直し

が必要になるのではないかと所管としては考えてお

ります。ただ、これにつきましては、第６次総合計

画の計画の推進にもございますので、それと整合性

を合わせながら、今後さらに整備計画の中身につい

ては立てていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 一定、公の住宅の供給と

いうのは必要ですし、また、そういった求める方も

いますので、今後、恐らく計画では、西町だとか扇

町の、当然、古くなれば建てかえということも上

がってきております。比較的新しくなれば、若い世

代の方も入ってくるという要素もあるのですが、同

時に、やはり年齢の高い方が利用する方がふえると

いうことになってきています。そうしますと、公営

住宅の建設する場所と、やはり身近な商店や、ある

いは病院等を比較的利用しやすい地域だとか、これ

はまた用地の確保だとか、いろいろな問題もあるわ

けですけれども、やっぱりそういったところに、一

定部分、２８年度の決算等も踏まえながら、考える

ところがあるわけですけれども、そういった今後の

いわゆる供給のあり方も含めて、どういう場所に今

後設置したらいいのか、人が集まるような、そうい

うのも必要かというふうに思いますが、この点はい

かがでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員

の、今後の公営住宅の整備計画にかかわる、特に高

齢者に配慮した整備計画に対しての御質問と承りま

したが、現在、私どもが持っている計画の中では、

既に今まである公営住宅のところに、そこを建てか

えをしていこうというのが現状の計画でございま

す。しかし、今、米沢委員が御発言のとおり、これ

から町民の人口動向もございますので、やはり生活

基盤である商店への買い物、通院、いろいろな娯楽

への公共施設の利用も考えますと、そういう動線も

考えながら、町内における東西南北の動線も考えな

がらの整備計画は必要と考えておりますので、それ

が今後、計画にどのようにまた反映していかなけれ

ばいけないかにつきましては、今後、年次を持って

計画を立てていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで８款土

木費の質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、９款教育費の１９

０ページから２３７ページまでの質疑を行います。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ２１３ページにあります私

立幼稚園就園奨励補助の件でちょっとお伺いしたい

のですが、このたび町内にあります幼稚園のほうが

２８年度をもちまして認定こども園になって、その

分は３款のほうに行っていましたが、１名、町外の

幼稚園のほうに行かれていらっしゃるお子さんがい

らっしゃるのですけれども、これは枠として上富良

野町内のそういった施設に入ることができなかった

のかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） ６番金子委員の私

立幼稚園に関する質問でありますが、これにつきま

しては、富良野の私立幼稚園に通園されている方だ

と思いますけれども、それはうちのほうの認定こど

も園、保育所等の枠がないから通園しているのでは

なくて、保護者の選択によってその園を選んで通園

しているということでありますので、その部分につ

きまして、就園奨励費の対象になるということで、

まちのほうから補助をしているという形でございま
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す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 私も勉強不足でわからない

のですが、これはいわゆる国からとして来ているも

のということなのですか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） ６番金子委員の私

立幼稚園の再度の質問でありますが、就園奨励費に

つきましては、国庫補助事業でありますので、まち

のほうから申請して、補助分をいただいて、それを

合わせて交付しているという形でございます。町

費、まちの持ち出し分もありますので、それを足し

て交付している形になっております。 

○６番（金子益三君） わかりました。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 中学校の職場体験で、自

衛隊等、中学校のインターンシップでやっているか

と思いますが、この実態というのは、職場体験です

から、いろいろと今問題になっていますように、特

定のところに、いわゆる武器だとか所持しておりま

すし、戦車に乗ったりだとか、話を聞いたら、そん

なふうな状況になっているというふうに思います。

この判断というのは、恐らく教育委員会ではなく

て、学校側の判断でそこへ行くかどうかという判断

というのはされているのかなというふうに思います

けれども、私が言いたいのは、いわゆる職員の職場

体験と同じように、小さな子どもが、無防備な中

で、やっぱりいつの間にか武器をさわってしまうだ

とかというふうになってしまうという、当然おそれ

があります。幾ら職場体験だとかいっても、やっぱ

り義務教育の課程を経ている子どもたちですから、

やっぱりその印象というのは当然さまざまだという

ふうに思いますが、自衛隊は確かに防災その他の災

害では非常に私も役に立っていますし、先進的な行

動も行っていますけれども、やっぱりそういう体験

というのは、今後いかがなものかなというふうに思

いますけれども、この点、どういう基準でそういう

職場体験を実施されているのか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） １１番米沢委員

の、中学生のインターンシップにかかわることであ

りますが、いずれにしましても、インターンシップ

については学校のほうでそれぞれの職場にそれぞれ

照会をして、それぞれ受け入れをお願いして実施を

しているところであります。それはまち役場もあり

ますし、病院もありますし、その中に自衛隊もある

ということで認識はしておりますが、その中で、研

修する内容等につきましては、当然のことながら細

心の注意を払って対応していただいているものと思

いますし、私どものほうでも受け入れるときも、や

はり個人情報にかかわることですとか、いろいろな

守らなければならないルールがあります。それに基

づいて受け入れる側で対応していて、安全な対策を

講じているということで認識をしているところでご

ざいます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ改善していただきた

いというふうに思っていますので、教育委員会とし

ても、学校側に指導ができるようであれば、そう

いった改善ができるようであればお願いしたいとい

うふうに思いますが、この点、どうでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番米沢委員の、研

修、インターンシップの自衛隊に対する御質問にお

答えをしたいと思います。 

 まず、このインターンシップについては、本人が

希望しなければ成立しないというものでございま

す。強制してここへ行きなさいということでやって

おりません。子どもたちが将来なりたいなというも

の、こんな職業につきたいなというものを尊重した

中で、インターンシップという形でやっておりま

す。我がまち、２世、３世の自衛官も多くいらっ

しゃいます。その中で、そういう選択をすること

は、自由な選択だというふうに考えているところで

あります。したがって、学校に対して指導等をする

つもりは全くないことを御理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 選択といっても、まだ判

断がつかない部分もあるかというふうに思いますの

で、ぜひ話し合いながら、改善の方向で進めていた

だきたいというふうに思っています。 

 次に、２２５ページの図書館の運営費の賃金なの

ですが、例年言っていますが、一向に改善されませ

ん。働いている方を見ますと、長期にわたって仕事

をしていらっしゃる方がいます。確かにそういうわ

けで採用されたとはいえ、恐らくほとんど最低賃金

が変わると同時に賃金体系も変わりますが、８９０

円か８８０円ぐらいの、そこら辺の前後で動いてい

るのかなというふうに思いますが、この点、もっと

改善する余地があるのではないかなというふうに思

いますが、この点、どうでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） １１番米沢委員

の、図書館の臨時職員にかかわる御質問にお答えし
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たいと思います。 

 今現在働いている臨時職員につきましては、まち

で規定しています賃金単価に基づいてそれぞれ任用

しているところでありまして、これはそのルールに

基づいて任用しているということでございます。た

だ、図書館運営につきましては、やっぱり専門知識

を持った方の任用というのが必要かなということは

当然考えているところでありますが、今年度におき

ましても、それぞれ資格を持つ方の募集等もしてお

りますが、なかなか現時点では見つからないという

のも現状でありまして、そのルールに基づく臨時職

員の賃金で進めざるを得ないということであります

ので、その点につきましては御理解をいただきたい

なと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 前段でも言いましたけれ

ども、やっぱりこういう方たちというのは、働い

て、喜びを感じられるような、やはり一定、生活で

きるような環境の中で、賃金体系というのは設定さ

れているのだろうというふうに思います。確かにま

ち全体の給与体系の中で設定されているというのは

わかりますけれども、よりよく働いてもらうために

も、仕事をしてもらうためにも、やっぱりこの部分

を、前からも言っているように、改善すべきだとい

うふうに思いますので、十分今後検討が必要だと思

いますが、この点、そう言ってもだめですか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（北川和宏君） １１番米沢委員

の、図書館業務にかかわる臨時職員の賃金体系のこ

とでありますが、繰り返しで申しわけありません

が、私どもとしても、現行体制を維持せざるを得な

いということで、大変申しわけありませんが、御理

解いただきたいなと思います。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 成果報告書の６５ページ、

社会教育体育施設利用実績、こちらの一番下のゲー

トボール場、それから、下から２番目のパークゴル

フ場、ともに前年を、特にゲートボール場は大幅に

割っております。もちろんプレーヤーの方の高齢化

とか、さまざまな背景や要因があるのはわかります

が、やはりこういった健康増進のための施設、より

多くの方に利用いただくために、もっとＰＲが必要

なのではないかと思います。まず、ゲートボールは

ひどいのですけれども、パークゴルフ場施設管理

等々の問題がなかったのかを確認させてください。 

○委員長（村上和子君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（谷口裕二君） ９番荒生委員

の、パークゴルフ場、ゲートボール場の利用に関す

る質問にお答えさせていただきます。 

 昨年のパークゴルフ場及びゲートボール場につき

ましても、利用の状況が前年に比較して減員してい

る状況にあるのは成果報告書の記載のとおりでござ

いますが、パークゴルフ場の利用につきましては、

今現在、指定管理者のもとで管理運営をさせていた

だいておりまして、指定管理者のもとでもいろいろ

とゲートボール大会の開催など、そういった部分の

中で利用者の増に向けて管理をお願いしているとこ

ろでございますし、また、パークゴルフ場の管理の

状況、芝の状況でございますが、昨年、乗用の芝刈

り機の更新なども行う中で、芝の状態も、利用者の

声も聞きながら、安全にというか、適切に管理をさ

せていただいているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） パークゴルフ場に関しては

伺いましたが、２８年度実績は、町外からのお客様

というのは比率的に何％ぐらいあったのか、確認さ

せてください。 

○委員長（村上和子君） 社会教育班主幹、答弁。 

○社会教育班主幹（谷口裕二君） ９番荒生委員の

質問にお答えさせていただきます。 

 パークゴルフ場の利用の内訳については、今現

在、ちょっと比率は持ち得ていませんので、この時

点ではちょっとわからない部分がありますけれど

も、富良野沿線含めて、また、町内の利用の部分

で、特に町外からの利用等が少し減少しているとい

うふうに理解をしているところでございます。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） それでは、少しでも町内外

の方々に利用いただけるよう、２８年度の決算を踏

まえ、これからどのような施策をお考えか、お聞か

せください。 

○委員長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ９番荒生委員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 高齢化が進む中で、まちの人口も残念ながら減っ

ているところであります。富良野地区の全体的な人

口も、残念ながら圏域の人口も減っていると。そう

いうものが利用者にボディブローのようにきいてき

ているという、減っている理由としてはそういう実

態があります。なおかつ、現状の利用人員を減らさ

ないためにどうするかというのは、やはりうちの

パークゴルフ場が他のパークゴルフ場より管理がい

い、景色がいい、そういう特色が必要だなというふ

うに考えております。まず、町内のことに限ります

と、パークゴルフの人口を維持するというのが一つ
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であります。これについては、教育委員会が一生懸

命やるというより、地元のパークゴルフ協会だと

か、そういうところが初心者教室などを行うなどで

愛好者をふやしていくという努力が必要だなと、ま

ずそれが利用人員をふやす一つの要素だと思いま

す。あわせて、広域の人、他町村から来てもらうに

は、やはり他町村より管理がいいだとか、料金が安

いだとか、そういう特性を出していかないと、なか

なか難しいのかなと思っています。聞くところによ

ると、富良野沿線にあるパークゴルフ場、つきなみ

利用人員が低下している状況であります。やはりこ

ういうスポーツもはやりすたりがあります。一気に

がーっとふえるとき、そして残念ながら斜陽してい

くといいますか減っていく、その辺を、大変すばら

しいスポーツですので、パークゴルフの持つ魅力を

もっともっと皆さんに広げていくようなことも、協

会と体協も含めて考えていく中で、いい方法を考え

ていきたいなと、そんなふうに思っているところで

す。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで９款の

教育費の質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、１０款公債費の２

３６ページから１３款の災害復旧費２４３ページま

で、一括して質疑を行います。 

 御質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで１０款

公債費から１３款の災害復旧費の質疑を終了しま

す。 

 以上をもって一般会計の質疑を終了します。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 １時５４分 散会  
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平成２９年上富良野町決算特別委員会会議録（第３号） 

 

平成２９年１０月６日（金曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 ８号 平成２８年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 ９号 平成２８年度上富良野町企業会計決算の認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○議事日程 
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１ 議案審査 
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   (3) 介護保険特別会計 
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   (5) 簡易水道事業特別会計 

   (6) 公共下水道事業特別会計 

  議案第 ９号 平成２８年度上富良野町企業会計決算の認定について 

   (1) 水道事業会計 

   (2) 病院事業会計 
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５ 審査意見に対する理事者の所信表明 

６ 討論と表決 

７ 決算特別委員会審査報告について 

委員長挨拶 

閉会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長  村 上 和 子 君   副 委 員 長       中 澤 良 隆 君    

   委   員  岡 本 康 裕 君   委   員  佐 川 典 子 君    

   委   員  長谷川 徳 行 君   委   員  金 子 益 三 君    

   委   員  北 條 隆 男 君   委   員  竹 山 正 一 君    

   委   員  荒 生 博 一 君   委   員  髙 松 克 年 君    
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─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 
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─────────────────────────────────────────────── 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（村上和子君） 御出席、まことに御苦労

に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会３日目

を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程について、事務局長から説明をい

たさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 本日の議事日程でござ

いますが、特別会計、企業会計の審査をしていただ

きまして、その後、意見書案の作成をお願いいたし

ます。また、その後、町長からの所信表明後、決算

についての認定、不認定について御審議をお願いし

たいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） 昨日に引き続き、平成２

８年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の特別会

計より質疑を行います。 

 最初に、国民健康保険特別会計全般の２４７ペー

ジから２８５ページまでの質疑を行います。 

 御質疑ございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） まず、２５５ページの収

入未済額の問題の点についてお伺いいたします。 

 この点について、件数で約２０件ぐらいという形

の表記になっておりますが、実態として、今後、ど

ういうような、いわゆる納められない状況等も含め

て、今後、この世帯が、明らかに不納欠損、あるい

は生活等のなかなか納められないという状況がある

世帯なのかも含めて、現状についてお伺いいたしま

す。 

○委員長（村上和子君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（斉藤 繁君） １１番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 収入未済額の現状ですが、その内訳についてです

が、１２件、約半分以上の方が現在分納誓約中でご

ざいます。残りの方については、居所不明または無

財産になっておりまして、居所不明または無財産の

方については、今後、随時定期的に調査をしていく

のですが、分納誓約中の方については、徐々に完納

に近づいていくものと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 分納の方については、い

ろいろとこの間もやりとりの中で、相手の生活状況

に応じた分納をしてもらうというようなやりとりの

中で、生活を支える立場からの支援もずっとやられ

ているという形の話でありましたけれども、この点

は引き続き、恐らく相手方のなかなか納められない

というような状況が出てくるかもしれません。こう

いう状況の場合があるのかもしれませんけれども、

引き続き分納に対する誠実な対応を行政としても、

また、当然、納める側としてもしなければなりませ

んけれども、この点、確認しておきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（斉藤 繁君） １１番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 滞納者の生活を守るということは、分納を優先し

て、滞納者の生活が貧困に陥るということはあって

はなりませんので、この辺は十分留意しながら、今

後も分納誓約の履行に向けて注意していきたいと

思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 次に、２７２ページの高

額医療費の現状について、まずお伺いしておきたい

というふうに思います。 

 いろいろな資料を見ますと、脳疾患だとか、そう

いったものによって高額医療、あるいは入院、治療

費がかさむという状況が見られるという話がありま

すけれども、２８年度においては、高額部分につい

て、大体何件あって、どういうようなものが主に疾

病としてあらわれてきているのか、この点について

お伺いします。 

○委員長（村上和子君） 総合窓口班主査、答弁。 

○総合窓口班主査（三好正浩君） １１番米沢委員

の、高額医療費に関する御質問でございますが、高

額医療費に係る費用につきましては、主に大きな医

療の疾病といたしましては、やはり心臓病の病気と

いうのが１本出ますと、６００万円、７００万円

と、高額医療費が発生するような状況でありまし

て、毎年数件発生しているものでございます。平成

２８年度においても、数件、心臓の手術による高額

疾病が出ておりまして、そのほか、高額に係るもの

については、悪性新生物だとか、そういった手術に

係るものというのがほとんどでございます。外来治

療につきましては、腎臓病に関する疾病について

は、透析の患者につきましては毎月、高額な疾病が

発生しているような状況でありますが、平成２８年
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度については、国民健康保険の被保険者の方の中か

ら透析が新たに発生した患者というのは現在いない

というような状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そういった点で、上富良

野町が進める、いわゆる特定健診等充実というのは

非常に重要な支え、柱であり、早期に予防に結びつ

けるという大変重要な予防医療を行っているという

形になるというふうに思います。 

 そこでお伺いしたいのは、２８１ページの特定健

診等について、近年、人口の動態等によって若干受

診率も下がってくるのかなというふうに思います

が、この２８年度に至っては、特定健診等の受診率

というのは、ちょっと確認したいのですが、どのよ

うな状況になっているのか、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 平成２８年度の特定健診の受診率ですが、まだ法

定報告、国が発表されておりませんが、今の段階で

７０％にいく予定をしております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） この間の上富良野町の予

防医療は、いわゆる地域に入って、地域の懇談をし

ながら、積極的にこちらからも出向きながら、地域

で説明会を求めたりだとかしておりますが、また、

この間、出前講座等におけるメニューの中にもそう

いったメニュー、項目がありまして、結構要望が多

いのかなというふうに思いますが、現状では、上富

良野町において、従前のように地域にこちらのほう

から出向いて、地域の住民の方と対話しながら、予

防医療その他について懇談をするとか、そういう現

状というのは、この２８年度というのはどういう現

状だったのかなというふうに、ちょっとお伺いして

おきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 地域に出向いてということでございますが、平成

２８年度は、消防団ですとか、老人会ですとか、あ

とは民生委員を対象にいたしまして、健康学習とい

うことで、１６０人に対して行っている状況でござ

います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 原点として、上富良野町

がやっぱり先進的になったというか、前進していた

経過というのは、やっぱり数々の病気、長野県等の

いろいろな調査も踏まえた中で、地域との対話、人

の結びつきがここまで受診率の向上につながってき

たのだというふうに、私は経過として感じていると

ころです。やっぱり人との対話がない限り、こう

いった受診率というのは、数字だけではなくて、そ

の結果でありますから、そういう地域との結びつき

を、保健医療、予防医療を大切にするというところ

が私は原点だというふうに思いますが、そういった

点で、そういったいろいろな団体との予防医療だと

かという会話、あるいは地域に出向きながら、もし

もそういうものを継続的に持続的にやって、病気に

関する関心、がんに関する関心が私は持たれるもの

だなというふうに、いろいろな話を聞いていて、そ

こを一番実感として受けとめているところで、上富

良野町もこういった点ではいろいろと持続的な経過

をやっておりますが、今後、もっと住民会等に、押

し売りではありませんけれども、やっぱり入るとい

うことが必要な部分もあるのかなと思います。押し

売りは、これは絶対あってはなりませんけれども、

あくまでも相手との納得ですから、そういうものも

含めて、今後また一層充実されればいいのかなとい

うふうに思っておりますので、この点、お伺いいた

します。 

○委員長（村上和子君） 健康推進班主幹、答弁。 

○健康推進班主幹（星野 章君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 結果説明会等、いろいろ通しまして住民と、自分

の体に関して理解する機会というのはいろいろな機

会を設けながら行っている状況ですが、今後も住民

会とかの要望があれば、積極的に伺ってまいりたい

と思っています。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 国民健康保険税の問題で

ありますけれども、総体的に、この間も一般質問等

でしました。確かに軽減世帯、それなりの所得がな

いという形で、受けている方がいます。しかし、多

世帯で、生活保護世帯ぎりぎりの方という方も結構

おられるのかなというような、答弁のやりとりで感

じております。そういった意味で、やはり２８年度

の決算を踏まえながら、そういったいわゆる家族数

の多い世帯、そういったところに対する、子どもが

多いとか、やっぱり負担軽減の措置をとった国民健

康保険税の引き下げだとか軽減措置を、通常の国の

軽減措置以外に、私はまち独自でもしながら、そう

いう世帯の負担を軽減する、そういう制度を設ける

べきではないかというふうに思いますが、この点、

どのようにお考えでしょうか。 
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○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 国民健康保険税の賦課徴収にかかわる関係でござ

いますが、米沢委員も御承知のとおり、今、国民健

康保険制度は、平成３０年度に新制度への移行を進

めているところでございます。国におきましても、

３０年度の移行に向けまして、今、委員御発言のと

おり、多世帯の構成人数における世帯の保険料の負

担、子どもがいらっしゃる世帯への負担軽減等も検

討しているように実はお伺いしているところではご

ざいます。ただ、まだ明確な方向性が見えてござい

ませんので、まちとしましても、まず国の方針、ま

た、道のガイドラインにも沿いまして、その辺につ

いては十分検討していかなければいけない課題だと

は考えておりますが、今現在、それにあわせて、ま

ちの独自の施策というのは、まだそこまでは至って

いませんので、今後、速やかに３０年度の保険制度

に向けて進めていきながら、まちの、うちの国保の

世帯における実態も踏まえながら検討していかなけ

ればいけない課題だと思っておりますが、まずは国

の制度の移行を最優先と考えていることで、御理解

いただきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 町長に伺いますが、確か

に平成３０年度から移行されるという状況がありま

すが、少なくとも地方自治事務であり、国保という

のは、その体系を決めるのは自治体だということで

言われております。そういう意味では、まち独自

で、国の政策いかんにかかわることなく、やはりそ

れだけ重要だということで、国のほうでも検討して

いるわけでありますから、まち独自の判断でも十分

できるのではないかというふうに思いますし、しな

ければならない、今の現状があると思いますので、

この点、町長、どのようにお考えですか。 

○委員長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢委員の、国保税

に関します基本的な認識についてお答えさせていた

だきますが、先ほど町民生活課長のほうからお話し

させていただきましたが、私といたしましては、や

はり国保税の負担感の軽減については、これは注意

深く見守っていかなければならないと考えておりま

す。とりわけ国におきましても、子どもを均等割の

人数から除外するような、今、動きが知事会等を中

心にいたしましてありますので、そういったことも

しっかりと情報収集をしながら、とにかく基本的に

は税の負担というのは公平感が基本でございますの

で、他の保険も含めまして、公平感、さらには、そ

の根っこにある負担感を軽減する方法等について

は、いろいろな施策をもって総合的に判断するもの

だというふうに考えておりますので、ぜひ御理解を

賜りたいと存じます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで国民健

康保険特別会計の質疑を終了します。 

 次に、後期高齢者医療特別会計全般の２８９ペー

ジから３０３ページまでの質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで後期高

齢者医療特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、介護保険特別会計全般の３０７ページから

３３１ページまでの質疑を行います。 

 御質疑ございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ３１５ページの不納欠損

についてお伺いいたしますが、当然、資力がないと

いうことで、不納欠損されたということであります

が、この実態等、恐らく収入未済額についても、今

後、不納欠損にせざるを得ない世帯も入っているの

かなというふうに思いますので、この現状等はどの

ようになっているのか、確認しておきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １１番米沢委

員の御質問にお答えしたいと思います。 

 ２８年度の不納欠損につきましては３名、収入未

済額の人数としましては２７名ということでいらっ

しゃったところでございます。対応の方法等につい

ては、督促状の発送ですとか、催告ですとか、臨戸

訪問、来所いただいての勧奨、分納誓約をもらっ

て、さまざまな支払いの方法を提案していく中で、

個別に相談を重ねて実施した結果のことでございま

す。 

 背景としましては、低所得で介護や障がい者がい

らっしゃる世帯、生活保護世帯、無年金、低所得に

よる生活困窮、過去の未納を分納中ですとか、支払

いの遅延、さまざまほかに生活に支払わなければな

らないものがあるということで、介護保険料を支払

うことで生活が立ちゆかなくなる、その時点での状

況があるというようなことを確認した結果につい

て、徴収が厳しいということで、不納欠損、３人と

いうことでさせていただいたところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 
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 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ３２３ページの介護給付

費のところでお伺いいたします。 

 この資料では、いわゆる施設部門で、５年前から

比べて件数が、５年前はふえて、今は減っているの

ですが、しかし、介護施設にかかわる給付費等がふ

えているというのは、恐らく介護度が高くなって入

所されているというような、そういう状況の中で、

この施設給付等が高くなっているという状況がある

のかどうなのか、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １１番米沢委

員の御質問にお答えしたいと思います。 

 今、委員がおっしゃったとおりでございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、当然、予

防医療も力を入れているわけですから、引き続き制

度的には、なかなかやっぱり高齢者がふえるという

状況の中で、家族形態だとか、非常に変わってきて

いる部分もあるのだろうというふうに思います。 

 この点でお伺いしたいのですが、当然、施設介護

という形で利用される方というのは、重度になっ

た、あるいは２人世帯であったとしても、なかなか

片方では見ることができないというような世帯なの

かなというふうに思いますが、そこら辺の、大まか

に、そういった家庭環境というのは、従前よりも、

５年前から、１０年前から比べてもいいのですが、

５年前からでもいいのですが、やはり変わりつつあ

るのでしょうか、そういった介護ができないという

ような。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １１番米沢委

員の御質問にお答えしたいと思います。 

 今、委員がおっしゃられたように、介護環境は、

ここ数年、変わってきている状況にあると思いま

す。高齢者の数も年々増加しておりまして、その中

でも、独居の高齢者、あとは高齢者夫婦世帯が非常

に増加している傾向にあります。そういった中で、

やはり家族の介護力の低下というようなことは現実

的にあろうかと思います。あと、最近、７期計画の

策定のために実施した在宅介護の実態調査というも

のの中でも、やはり介護をすることで仕事をやめる

ことになるかどうかということが非常に介護者の方

では大きな問題になってくるところのようで、上富

良野町の傾向、わずか２１人の調査なので、それが

全体とは言えないとは思うのですが、やはり収入の

道を、就労をやはりちょっと中心に置きながら、介

護をもしほかの施設等で実施してもらえるような状

況があれば、そういうところもうまく使いながらと

いうようなことで、今、現状では選択ができる施設

が幾つかある状況ですので、そういう介護者は仕事

をしながら、今ある地域のさまざまな施設を活用し

ながら介護を継続している御家庭がふえているよう

に判断しております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 実情が、内容というか、

大まかにわかってきました。 

 それで、例えば、たまに、ケースはそんなに多く

はないのかもしれませんが、病院の老健、あるいは

そういったところに、特養に入所していても、一

時、やっぱり病院で入院しなければならないという

状況になって、入院して、また戻ろうとしたけれど

も、もう既に入所されているという形で、行き場所

がないというようなケースというのは、上富良野は

ないのかなと思うのですけれども、実情について、

この２８年度、そういったケースがあったのかない

のか、そこら辺、大まかに伺っておきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １１番米沢委

員の御質問にお答えしたいと思います。 

 ２８年度の状況につきましては、施設も上富良野

町の中にも特養、老健もございます、グループホー

ムもありますので、そちらの施設を活用されなが

ら、どちらも定員いっぱいになって、多くの待機者

を抱えているという状況ではないので、うまく入れ

かわりをしながら入所ができる状況に今いらっしゃ

るのかなと。あと、富良野、旭川のほうにも老健で

すとか施設はございますので、そちらのほうを活用

できる状況で、入りたいのに入れないというような

ことでお困りの介護者の方はいなかったと理解して

おります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、上富良野

町では、今後、グループホームが新しく建設、設置

されるという話もあります。同時に、他の施設に入

所していて、今後、上富良野町の施設の必要数とい

うのは、例えばグループホーム、特養だとか老健

等々あると思うのですが、そういったものというの

はどこまで必要なのか。現状では足りているという

ような指標感、お話だったかというふうに思います
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が、今後の高齢化、あるいは家庭環境の、お互い見

ることができない、あるいは介護度が落ちてきてい

るというような状況になった場合に、この点を踏ま

えたそういう介護施設の必要数というものはどう考

えていらっしゃるのか、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川德幸君） ただいまの１１番

米沢委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 今後の介護施設の必要量というような質問だと思

いますが、ただいま、まさに第７期計画をつくって

いる最中でございまして、そこに向かっての施設の

必要数を今推計している段階でございます。さら

に、今、委員おっしゃったように、今の時点では平

成３０年１０月にグループホーム２ユニット造成さ

れる予定でございますし、あわせて、３０年４月か

ら、中富良野町ではございますが、特別養護老人

ホームが４０床増床というような形で、今、沿線も

含め、ここ数年、相当の数の施設の増床が見込まれ

ている事態もありますので、７期に向けて、そこら

辺を総合的に判断しながら、今後、どの施設がどれ

だけ必要かというのを推計していきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 先ほどの話の中にもあり

ましたが、やはり自宅で介護することが困難だとい

うことで、この資料を見ましたら、居宅で見られる

方もたくさんあるということになっております。そ

ういう実態調査の中で、やはりお互いがお互いの介

護できるような環境でないというような、もしくは

間近でそういったことになるのではないかというよ

うな世帯というのは、近年、ふえつつあるのか、そ

う多くはないのか、調査されているのであれば、わ

からなければいいです。細かいことは余りよろしい

です。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １１番米沢委

員の御質問にお答えしたいと思います。 

 個別の事案になりますので、なかなかどの状況を

もって在宅が困難なのかとか、そういうようなこと

を判断して集計していけばいいのかというのが、

ちょっと持ち合わせているものはないのですけれど

も、私たちのほうでは、そういったことで在宅生活

が要介護者、家族においても立ちゆかなくなるよう

なことがないように、地域包括支援センターの職員

を中心に、居宅介護支援事業所のケアマネジャー、

あとは町内にあるさまざまな施設の職員と、地域ケ

ア会議というのを月１回開催しているのですけれど

も、そういうような実情と、お互いの役割を確認し

ながら、速やかな対応をできるように努めていると

ころではありますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ２９年度５月調査ですか

ら、２８年度分も含まれていると思うのですが、高

齢者の実態調査の概要という資料をいただいており

ます。この中で、５ページの虚弱、寝たきり高齢者

の状況、施設入居者等を含むという形になっており

ますが、これはあくまでも上富良野町に在宅、入所

も含めたということで、まち以外については入って

いないという形でしょうか。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 今、委員おっしゃられたように、こちらで集計し

ている数は、上富良野町内に今いらっしゃる高齢者

の数ということで集計しておりますので、住民票が

あるなしではなくて、住民票があってもよその地域

でお暮らしになっている方は入っておりませんし、

住民票がなくても、上富良野町の御家族のところで

お住まいになっている方は入っているというような

数字になっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 例えば（３）の男女別の

居住状態、年齢別内訳という形で、自立度ランク別

という形に表示されております。これを見ますと、

Ｊ１ということで、今、比較的軽度な方、６０歳か

ら９０歳という形になっておりますけれども、やっ

ぱり高齢であったとしても、その病気によっては、

当然、自立度ランクが上がっていくというふうに考

えられます。近年、自立度ランクで言えば、よくわ

からない部分であるのですが、みずから生活だと

か、立ったりだとか、歩いたり、飲んだり、食べた

りだとか、そういうことができないという形の話に

なるのかなというふうに思いますけれども、やはり

自立ができなくなるということを防ぐためには、あ

らかじめ予防医療に結びつけた対策というのが進め

られているというふうに思いますが、この点、確認

しておきたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（鎌田理恵君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 こちらに記載されています自立度のランク、Ｊは
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軽くて、Ａ、Ｂ、Ｃと進むと重度になるという状況

にありまして、私たちとしては、やはり高齢者で

あっても、なるべくランクがつかないお元気な状態

を維持していただきながら、もし高齢虚弱というよ

うな状況があっても、なるべく軽いランクの中で、

自立した生活を送っていただけるようにということ

を目指して日々活動しているところであります。そ

のためには、やはり特定健診等の受診を積極的に勧

奨し、病気によるランクの進行を防ぐことも大事だ

と思っておりますし、さまざまな介護予防活動を充

実させて、そちらに参加をしていただくというよう

な、その人にとってさまざまなやはり役割だとか生

きがいだとかを提供しながら、地域全体で介護予防

というものが進んでいくことが、虚弱状況を進行さ

せないために大事なことだと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 前の資料、忘れたのです

けれども、近年、自立度ランクが高くなってきてい

る人たちというのは、５年前から比べて、この傾向

というのはちょっと変わって、ふえているのか、多

いのか少ないのか、現状維持なのか、そこがわかれ

ば。わからなければいいです。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川德幸君） 申しわけありませ

ん。ただいま資料を持ち合わせていないので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで介護保

険特別会計の質疑を終了します。 

 次に、ラベンダーハイツ事業特別会計全般の３３

５ページから３５７ページまでの質疑を行います。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 提出いただきました資料２

５に基づいてお話をさせていただきます。 

 まず、２８年度決算においても、歳入不足により

赤字になりました。今回の資料２５にて、国の定め

る老人福祉法による職員の配置基準、こちらが示さ

れておりますが、この丸ポチでいう４番目、介護職

員または看護職員、それから、その次の看護職員、

それぞれ括弧書きの国が定める規定の数値、基準値

は十分上回っており、この数字を見る限りでは、人

手不足というのは生じていないというのが、この御

提出いただいた資料はことし３月の資料ということ

で、大石所長に確認させていただきます。 

 そこで、１点お伺いしたいのが、現在、ラベン

ダーハイツは、介護度３から５の方が入所者の約９

割を占めている事業所ということは存じております

が、それぞれその介護度により症状もさまざまであ

ると思います。サービス事業所として、十分な利用

者に、より高いサービスを提供するに当たり、今、

国の定める基準値での回答、実配置、２０.２、２.

５という数字は、現状、足りているのかどうなの

か、確認させてください。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ９番荒生

委員の御質問にお答えいたします。 

 まず、この老人ホームの設備及び運営に関する基

準でございますが、これはあくまでも最低限の数字

でございます。この数字自体によって経営がいける

ということではございません。最低限の数字という

ことで御理解いただきたいと思います。 

 それから、介護度の関係でございますけれども、

現在、介護度３以上の方が、１０月１日現在で９４

％います。実際、その中で、状態にもよりますけれ

ども、やっぱり認知があったりとか、車椅子で座っ

ている方でありましても、急に立ち上がったりする

だとか、施設内を車椅子を使って動くということが

ありまして、突然、急に立ち上がって転倒するとい

うような危険性も多々秘めております。また、特例

入所によりまして、ショートの方も、ショートの病

床を利用しておりますけれども、その中でもいろい

ろさまざまな状態の方がおりまして、介護職員が１

人でその方に対応しなければならないような人もお

りますので、この数字上の部分で、基準を超えてい

るからといって間に合っているという状況にはない

ということを御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 今の答弁をお聞きします

と、今、現状、人が足りないということなのです

か。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ９番荒生

委員の御質問にお答えいたします。 

 現状といたしまして、２８年度におきましては、

毎日のローテーションといいますか、１日の従事者

は大体９名確保できていたところなのですけれど

も、今回、２７年度の赤字決算も受けまして、人件

費の削減という部分で、人の配置を、現在、８名で

回しているような状況になっております。また、デ

イサービスにおきましても、火曜日とか土曜日と

か、利用人員の少ない日におきましても、介護職員

の従事する人数を減らしておりますし、運転手の人
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も火曜日、土曜日においては１人で対応してもらっ

ているような状況があります。また、運転手の勤務

の中で、１１時半から１時半まで休憩の時間なので

すけれども、その間における通院とか、そういう関

係の部分は、主に次長が対応しているような形を

とっておりまして、それらの努力はしているところ

なのですけれども、そういうような状況であって、

大変な状況であるということは言えると思っており

ます。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 私も一般質問等で確認させ

ていただきました中で、町長のお答えでは、選ばれ

る施設になるよう目指すということで、この２７年

度、２８年度決算を振り返り、２年連続の赤字会計

というところでは、もちろん利用者の向上に向けた

ＰＲの努力が足りないとか、そういった要因もある

かとは思われますけれども、選ばれる施設になるた

めには、最低限の施設の人員を整えて、より高い

サービスが提供できるよう、まず職員の充実とか、

スタッフの満足度を上げるというところで、サービ

ス事業者としては必要な点だと思うのですけれど

も、これはもう一度この件に関して確認できます

か。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ９番荒生

委員の御質問にお答えいたします。 

 実際に利用者の方に対してサービスを提供すると

いう部分において、当然、利用者の方が求めるサー

ビスを提供できなければ、よりよい施設とは言えな

いと思います。現在、デイサービスにおいては利用

人員が少ない状況がありますので、人員削減をして

おりますけれども、実際に利用者がふえて、そうい

う状況になれば、逆に人員をふやすということも考

えられると思います。要するに歳入がふえることが

できれば、当然、歳出のほうもふやすことができま

すし、それによって人件費もまた充当できるという

ことで、セットで考えております。だから、人件費

をかければ利用者がふえるわけでもなく、利用者が

ふえたからといって人件費を削減するということで

はなくて、状況を見ながら対応していくということ

が必要かなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） それでは、この人員配置に

ついては、十分現状を認識していただき、今後、利

用者の方により高いサービスが提供できるよう努め

てください。答弁は要りません。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） ３４７ページです。次亜

水の点検整備の件についてお尋ねをしたいと思いま

すけれども、今年度は３万８,８８０円、点検整備

料ということで出ています。昨年度は１４万４,１

５８円ということになっております。このいわゆる

次亜水の点検整備というのは誰が行っているのか、

この点検整備の金額の差額はどういった形で出てき

ているのかということをまず確認させていただきま

す。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ次長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） １２番中

瀬委員の御質問にお答えいたします。 

 スーパー次亜水という精製器があるのですけれど

も、その点検につきましては、毎年点検を行ってお

りますけれども、１年ごとに交換する部品、そう

いった関係がありまして、１年ごとに金額の変化が

生じております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） そもそもこの次亜水とい

うものが一体どういう効果を得られるものなのかと

いうことをまず教えていただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ次長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） 次亜水と

いいますのは、空間を除菌する液体ということで、

その除菌する液体をつくるものが精製器です。それ

を実際、噴霧器で噴霧することによりまして、空間

を除菌する、つまりインフルエンザだとか、ノロ

ウィルスだとか、そういった感染症に効果のあると

いう液体になっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） この次亜水の関係につき

ましては、いわゆるこういった施設で、ほかの施

設、町村外で結構なのですが、そういったところで

使って、効果が発揮されているということで、この

ラベンダーハイツもこれを取り入れているのかとい

うことと、これらを維持することによって、結構経

費もかかってくると思いますけれども、たまたま使

用するというのはどういったことになったときに使

用するのか。例えば空気が乾燥してきているから使

用するとか、時間ごとに使用するとか、そういった

基準というのはあるのですか。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ次長、

答弁。 
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○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） 中瀬委員

の御質問にお答えいたします。 

 まず、次亜水の効果でございますけれども、一

時、何年前かにノロウィルスが発生したりだとか、

そういったものもあったのですけれども、それ以降

にこの次亜水の精製器を購入いたしまして、使用し

た結果、それ以降につきましては、感染症関係、イ

ンフルエンザ等、特にまちの中で、実際、インフル

エンザがかなり流行したということでも、その次亜

水を使うことによって、ほとんどインフルエンザを

発症する人が少なくなったと、実際、そういう効果

があらわれております。 

 それから、使用する時間でございますけれども、

これは必ず毎朝、噴霧器を使いまして、ホール、そ

れから廊下、そういったものに常時、ほとんど午前

中、噴霧をしております。それから、廊下のほうに

つきましても、ポータブルの噴霧器を数カ所におき

まして、廊下のほうでも常時使用することにしてお

ります。それから、例えば排泄の交換、そういった

後に、そういったものも使用するということで、か

なりそういったことでの効果は上がっているのでは

ないかなというふうに感じております。 

 以上です。（発言する者あり） 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ次長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） ほかのま

ちのほうの使用状況でございますけれども、ちょっ

とそちらのほうは、申しわけありませんけれども、

把握しておりません。ただ、今、やっぱり感染症が

拡大しているということを受けて、やっぱり各施

設、そういったものを導入するというケースがふえ

ているということについては聞いております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） 定期的にというか、朝

の、そういった形で使っているということですけれ

ども、いわゆる霧状にして使うということなのです

が、使い方を誤ると、いわゆるかびの発生というの

が考えられるわけですけれども、そういったことは

ないのですか。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ次長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） 中瀬委員

の御質問にお答えいたします。 

 実際、噴霧するときには、かなりの霧状になりま

して、本当に水滴があちこちにつくとか、そういう

ような状況ではありません。実際、かびの発生とい

うことにつながってはおりません。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） ちょっとある人に、入っ

ている人にちらっと聞いたことがあるのですが、い

わゆる次亜水を散布するというのは、歩行状態で自

動的に動くわけではないですよね。人間が押しなが

らというか、そういった形で使用するわけですよ

ね。そういったときに、時間というか、場所によっ

てというか、そういったところで微妙に多く霧を発

生させた場合に、かびが発生するということは聞い

ているのです。それで、現実にラベンダーハイツの

中でそういったことが全くないということでよろし

いのですね。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） １２番中

瀬委員の御質問にお答えいたします。 

 実際、噴霧器の関係でございますけれども、移動

式でございまして、現在、ホールのところで設置を

しておりまして、３０分ないし１時間噴霧をしてい

る状況がございます。また、風邪等が発生した場合

には、各居室において噴霧器を移動させて動かして

いるというような状況がございます。利用者の方か

ら、かびが発生していて困るというか、そういうよ

うな苦情を、現在、我々はちょっと受けておりませ

んので、もしそういう事実があるのであれば、確認

をして、例えば時間数の部分で、もっと若干短くす

るとか、そういう対応を図れるかなと思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ３４２ページの自己負担

徴収金という形で、現在、特養に入所されていて、

介護度によって、あるいは所得によって納める金額

等は変わりますけれども、現状で一番高く自己負担

されているというような状況の方というのは大体ど

のぐらいの負担額になっているのか。あわせて、最

低というのは、介護度とあわせてお伺いしたいと思

います。 

○委員長（村上和子君） 暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午前９時５４分 休憩 

午前９時５５分 再開 

─────────────── 

○委員長（村上和子君） 再開いたします。 

 ラベンダーハイツ次長、答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） 米沢委員

の御質問にお答えいたします。 
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 利用料の関係ですけれども、最大でどのぐらいの

自己負担を払っていらっしゃるのかという御質問で

すけれども、９月現在で、最高で約９万５,０００

円ぐらいの自己負担をしていらっしゃいます。その

方につきましては、要介護度５ということです。 

 以上です。（発言する者あり） 

 最低で３万７,０００円ぐらいです。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） もう一つお伺いしたいの

ですが、制度も変わりまして、家族と同居している

場合、家族の所得も合算された中で、負担もあると

いうことに制度が変わりましたけれども、入所され

ている中で、そういう入所者の方というのは、上富

良野町では、２８年度、いらっしゃるのかどうなの

か、お伺いいたします。 

○１１番（米沢義英君） 後でもいいですよ。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ次長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） 米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 ただいまの関係につきましては、特定入所サービ

スの関係だと思いますので、実際、それを把握する

のは保健福祉課のほうになっておりますので、ラベ

ンダーハイツの、実際、利用料の関係につきまして

は、それに基づいて段階によりまして自己負担して

いただくということになっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そういうことも含めて、

ある程度掌握していただければいいのかなというふ

うに思っておりますので、改善をお願いいたしま

す。 

 次にお伺いしたいのですが、相当高いという状況

になってきております。これは国民年金等では賄え

ないというような状況も見受けられます。非常にこ

れは制度の改正も必要でありますけれども、現状と

しては、やっぱり国民年金だけでは、仮に、その

分、軽減されるのですが、非常に困難な状況もある

のかなというふうに思っています。 

 大まかな点についてお伺いいたしますが、施設の

管理状態についてお伺いいたします。相当建ってか

ら年数もたっているかと思いますが、いろいろと見

ましたら、施設の中へ行って見ましたら、雨漏りだ

とか、いろいろな傾向が見受けられます。当面、施

設の早急にやっぱり対応しなければならない、この

まま放置しておけば腐蝕、あるいはそういうものが

一層進行するというような現状もあるのではないか

なというふうに思うのですが、この点、どのように

押さえているのか、現状について、あわせてお伺い

しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） １１番米

沢委員の御質問にお答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、現在、例えば冬期間にお

きまして、雨漏りがあるという状況がございます。

実際、屋上の防水ということで、実際に今考えてお

りまして、次年度以降において、そういうことも含

めて考えてはおりますが、財源的な問題もございま

すので、町長部局と協議しながら、優先順位を決定

して、最優先に行わなければならないものを優先的

に行いたいと思っております。そのほか、現在、バ

スの部分ですけれども、バスも結構年数がたってお

りまして、修理もかさんでいる状況があります。そ

れから、ボイラーの関係でもかなり修理の回数がふ

えておりますので、次年度以降、ボイラーとかバス

の更新とか、屋上防水等を中心に、できれば予算の

中に組み込んでいきたいというふうに今現在捉えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 町長、この点、今後措置

しなければならない財源の確保というのが求められ

てきております。この間、繰り上げ充用で赤字部分

を対処してという形になっておりますけれども、引

き続きまちのほうでは、この間、質問に対しても、

こういった施設の管理の部分については、まちも一

定、やっぱり見なければならない部分が当然あるだ

ろうという形の話もされているというふうに私は考

えております。そうしますと、やはりこのまま放置

しておけば、腐蝕だとか、バスについても、利用者

の方に不便をかけて、聞きましたら、途中でリフト

を使用するときでも、やっぱりちょっと故障になっ

たりだとか、そういうことがあると。だけれども、

何とかしのぎながらバスにおいても利用していると

いうような話を聞いております。お金がない、赤字

が出たという形の中で、やはりこういうサービスの

質の向上という点では、非常に求められている点で

ありますから、まちもこういった部分に対する必要

な投資を行って、少なくともサービスの向上や、施

設の長寿命化に私は努めるべきではないかというふ

うに思いますが、この点について、まちとしての考

え、どのように今後対処されようとしているのか、

お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢委員の、ラベン

ダーハイツの維持についての御質問にお答えさせて
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いただきますが、委員からただいま御発言ございま

した、全く私も同じ考えを持っております。そう

いった施設の維持管理につきましては、やはりまち

の責務として、しっかりと責任を果たしながら、

サービスの提供、サービスが低下しないように努め

ていかなければならない。また、御利用いただいて

おります皆さん方に安心安全をもってサービス提供

できることが基本でございますので、それはそのよ

うな取り組みを今後ともさせていただきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） これを踏まえて、新年度

に向けた対応、もしくは段階的に計画的な修繕、改

善等、詳細については町長もわからない部分もある

のかもしれませんけれども、この点、きっちりと財

政措置をする必要があると思いますが、先ほどは言

われたように、今後、必要な財政措置も必要だとい

うことも言われておりますけれども、そういった計

画というのは、具体的にまちと話し合いながら、詰

めて、現状としては２８年度の決算を踏まえなが

ら、どのようになっているのか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（宮下正美君） １１番米沢委員からあ

りました、施設の修繕等に関する来年度予算に向け

たという部分で、全体的な部分なのかなというふう

に思ってございます。 

 予算につきましては、来年度に向け、これから進

める形になってございますが、まちとしましては、

ハイツ以外にも多くの公共施設を持ってございま

す。その中で、それぞれいろいろな設備等につきま

しては、更新計画はそれぞれに持ってございます

が、年度当たりに最終的に振り向けられる予算とい

うのは限りがございますので、これから予算編成を

していく中で、来年度、どれをしていくのか、先ほ

どハイツからありました部分の施設、バスを含め

て、既に更新が必要ですということは過去からござ

いましたので、その中で、どれを来年度位置づけて

いくかというのは、これから検討していきたいとい

うふうに思っておりますので、今の時点では御理解

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これでラベン

ダーハイツ事業特別会計の質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、簡易水道事業特別

会計全般の３６１ページから３７３ページまでの質

疑を行います。 

 御質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで簡易水

道事業特別会計の質疑を終了します。 

 次に、公共下水道事業特別会計全般の３７７ペー

ジから３９１ページまでの質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで公共下

水道事業特別会計の質疑を終了します。 

 以上をもって、各会計歳入歳出決算の認定につい

ての質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 続いて、平成２８年度上

富良野町企業会計決算の認定についての質疑に入り

ます。 

 最初に、水道事業会計全般の質疑を行います。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 今現在、水道事業全般にお

いて、やはり安全で安心、良質な水道水の安定供給

のためには、老朽管の更新等、維持管理が必要にな

ると思います。前にも水道課長には、大まかな更新

の計画というのはお聞きしたことがあるのですけれ

ども、現在お持ちの整備計画というのは順調に進ん

でいるのかどうか、確認させてください。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ９番荒生委員の水

道整備計画についての御質問にお答えさせていただ

きます。 

 整備計画につきましては、毎年計画的に行ってお

りまして、現在のところ、更新率は２３％弱でござ

いますけれども、順調に計画どおり行っているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） それで、現在、更新率が２

３％ということで、今後、大体で結構です、何年か

けてこの老朽管の更新というのを計画されているの

か、再度確認させてください。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ９番荒生委員の、

整備計画、何年までということでの御質問でござい

ますけれども、昭和５０年以前に建設された工事が

３４キロぐらいございますので、それにつきまして
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は、今後、計画的に行っていくところでございます

けれども、少し進捗率を上げるためにも、若干、今

後、事業費をふやしていくような形も考えておりま

す。何年までということは今のところ考えておりま

せんけれども、計画的に進めていく考えでありま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） それでは、最後に１点です

が、受益者負担、これが原則ということで、今後の

水道料金、この値上げのタイミングとか、その辺に

関して、もしわかっていることがあればお知らせく

ださい。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ９番荒生委員の、

今後の水道料金の値上げについての考えでございま

すけれども、ことし、平成２９年度に水道事業の経

営戦略の策定を行っているところでございますの

で、今後、１０年間の中での投資の部分、それか

ら、どれぐらいの事業がかかるかという部分を全体

的に把握していきますので、その中で、水道料金の

値上げというのが明らかに出てくるのかなと思いま

すので、それをもとに、また料金の改正の部分につ

いても行っていきたいと思います。ただ、５年ごと

にある程度改定を行うような考えもしておりますの

で、その部分についても、今、経営戦略が出てきた

中で検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 漏水対策で修繕する場

合、これは国の補助等というのはあるのかないの

か、この点、お伺いしたいというふうに思います。

一般的に広域でやる場合は、一定の補助政策がある

かというふうに思いますが、こういった単発的な部

分に対するものについてはまちの持ち出しが多いの

かなというふうに思いますが、この点、お願いいた

します。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １１番米沢委員

の、漏水に関しての補助があるかどうかという御質

問でございますが、補助はございません。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 計画的な、いわゆる修

繕、漏水対策も含めてやる場合、この場合等につい

ては何らかの補助というのはあるのですか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １１番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 漏水の対策として、更新事業をやる場合には、補

助等はございません。起債を借りて事業を行ってい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで水道事

業会計の質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、病院事業会計全般

の質疑を行います。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 建物等についてお伺いい

たしますが、近年、建設されて４０年以上か、その

ぐらい経過するかというふうに思いますが、雨漏り

等々、いろいろな現状が見受けられますが、当面、

この施設を維持するために、一定の設備投資が当然

必要かというふうに思います。この間、質問の中で

もしましたけれども、いわゆるスプリンクラー等の

設置等が出てきておりますから、そういうものも含

めて、現状の建物の維持管理において、雨漏り等、

その修繕、早急にしなければならない部分というの

が、現状としてこの２８年度において見受けられま

すので、現状どのようになっているのか、お伺いい

たします。 

○委員長（村上和子君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 雨漏り関係、それから、病院建物全体の老朽化で

ございますけれども、雨漏り関係につきましては、

やはり春先の雪解け水が雪と一緒に屋根の上に乗っ

たような状態のときと、それから、大雨のとき等に

ついては、これは確実にあります。はっきり言いま

すけれども、僕は随分なれてきまして、どの部屋が

雨漏りするというのはわかっているわけです。た

だ、不意に、どうしても対応できないのは、雨漏り

ではなくて、１階とかが、管の破裂とか、ぽたぽ

た、１階でも水が落ちることがあります。ですか

ら、老朽化でそのぐらいのことでは全然大騒ぎする

気はございません。現場の中で処理できるものは処

理をして、昭和５４年１２月から使っている施設で

ございますので、はっきり言いますと、自分の家が

古かったら、それはしようがないなというような感

じで対応していく状態でございまして、実態として
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は、日々、どこで雨漏りが起きているとか、トイレ

の管が流れが悪いとかというようなときは、もう心

得ていますので、随時、ボイラーの職員も含めて対

応しているというのが現状でございます。大きな修

繕などを今やる時期ではないと思いますので、今

は、だましだましという言葉は悪いですけれども、

使用させていただいているという状況です。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 大きな修繕はやるべきで

ないというのは、そういう次元の問題でないと。建

物全体の問題だというような認識かというふうに思

います。 

 そこで、町長、今後、スプリンクラー等の設置も

含めた、先ほども言いました、担当の総務課長も言

いましたが、全体のいわゆる施設の維持管理につい

ての計画含めた予算のあり方というものも検討が必

要だということで、ラベンダーハイツのときの質問

にありましたけれども、今後、町立病院について、

求められるものが非常に多くなってきておりますの

で、やっぱりここら辺については、町長、どのよう

にお考えなのか、この点、伺っておきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢委員の、病院だ

けに限ったことでなく、全体の老朽化した施設の維

持についての御質問かと思いますが、病院について

は、これまでも皆さん方との議論の中でお話しさせ

ていただいておりますが、平成３７年が一つのスプ

リンクラーの設置タイムリミットということもござ

いまして、そういったことを念頭に、第６次の総合

計画の中で、重要な更新施設というような位置づけ

をしてまいたりいと考えておりますが、スケジュー

ル観的にどういうスケジュール観を持って対応して

いけるかということは、予算全体を見た中で押さえ

てまいりたいと思いますが、いずれにいたしまして

も優先度は高い施設だという認識は持っております

ので、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 優先度は非常に高いとい

う形の答弁でありますけれども、前回、いわゆる複

合的な施設が優先されるべきでないかなというよう

なニュアンスの答弁もされておりまして、私、優先

度が高いというだけではなくて、やっぱり１番に優

先度を持ってくる必要があるのではないかというふ

うに考えているのですけれども、ここら辺は総合計

画で今後練っていくということでありますから、的

確な、明確な答弁というのは出てこないのかもしれ

ませんけれども、少なくとも私はそういう位置づけ

で、まちの医療のあり方、あるいは介護施設のあり

方も含めたトータルの中で、この町立病院の位置づ

けはどうあるべきかということも含めれば、今後、

やっぱり高齢化、あるいは介護計画における予算の

中でも決算の中でもありましたけれども、一人一人

の家庭の認知度、いわゆる介護度の低下というもの

も見受けられるという話もありましたので、やはり

そういうことを考えれば、きちっと優先順位をはっ

きりさせて、町立病院の改築等について踏み出すべ

きではないかというふうに思いますが、この点、い

かがでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 個々に考えますと、全て大変大切な事業でござい

ますし、あるいは施設でございます。しかしなが

ら、介護施設、あるいは医療施設、そういったこと

の優先度と、前段お話しいただきましたまちの活性

化を図るためのそういう仕掛け、医療、介護施設が

充実して、一方で経済の勢いが失速するようなこと

も困りますし、反対も困りますし、そこら辺のバラ

ンス感覚というのは、皆さんと議論する中で積み上

がっていくものだと考えておりますので、これから

大いに議論を重ねる中、あるいは町民の皆さん方の

お声を聞く中で、最終的には判断してまいりたい

と、そんなふうに考えておりますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） なかなか明確な答弁はい

ただけません。いずれにしても、きちっとやはり対

処しなければならない課題で、この点は引き続き町

長の位置づけについてわからないところであります

から、優先的に、私は最優先すべきだというふうに

考えております。今後、雨漏り対策についても、事

務長が先頭に立って予算などもやりくりしながら、

今までもそうでしたけれども、今後もやられると思

います。 

 次にお伺いしたいのは、出張医等の、現状の勤務

医等の給与の体系でありますけれども、現状、上富

良野町の出張医、あるいは勤務医等の給与体系とい

うのは、他の市町村から見て遜色ない状況にあるの

か、この点、現状はどうなのでしょうか、２８年

度。 

○委員長（村上和子君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 医師の報酬と給与に関してでありますが、常勤医

師に関しましては給与になります。今、３名ござい

まして、これは大体旭川近郊の給与表をもとに支
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払っております。よって、よく新聞に出てきます、

へき地等とは全然違う、旭川近郊ですから、本当に

都市部の給与体系で、常勤医師３名については支

払っております。 

 出張医につきましては、これは報酬になります。

報酬につきましても、美瑛、中富、上富とあわせる

といいましょうか、均衡をとりながら支払っている

のが現状でございます。ただし、うちの出張の医師

に関しましては、全て税込みで支払っています。で

すから、１回幾ら、そのうちから税金を引いて支

払っているという内容になります。中富良野、美瑛

につきましては、手取りで払います。１回幾らと、

税は別のものになります。よって、うちのドクター

の１回当たりで言いますと３万円ぐらいは隣のまち

から見ると安いです、報酬は。という実態ですが、

今現在、富良野協会病院、旭川医大と良好な関係が

ございますので、潤沢にこちらが希望する出張の先

生方については来ていただいているというのが現状

でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 現状はわかりました。 

 次に、賃金等の職員等についてお伺いいたしま

す。 

 臨時、あるいは介護職等については、一定、給与

の改善等が見受けられましたけれども、それ以外の

臨時等の職員については、いわゆる資格を持ってお

られない、そういう職員については、現状は、恐ら

く最低賃金か、それにプラスされたというような現

状なのかなというふうに思いますが、一般会計から

もこの問題を投げかけておりますけれども、現状は

どのぐらい、臨時職員等については、資格を持って

いない、本当にどのようになっているのか、お伺い

いたします。 

○委員長（村上和子君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員

の御質問にお答えいたします。 

 今現在、病院の中、今の御質問は、２階といいま

しょうか、一般詰所と老健に限ってのことだと思う

のですが、事務関係については、役場の事務の賃金

体系で支払っております。ほかの２階で患者さんに

接する臨時職員については、今現在、介護福祉士が

４名おりまして、ヘルパー２級を持っているのが８

名で、その他が５名になっております。２３年度か

らラベンダーハイツとともに賃金の改正を行ってお

ります。かなり成果はあらわれてきておりますけれ

ども、やはり１本の給料表でいっていますので、年

間の所得をずっと調べていますと、少し前よりは改

善は、ちょっと落ちているかなというのはございま

す。よって、今後も臨時職員の給与体系につきまし

ては、まだまだ、２３年度に手をかけておりますの

で、また見直していかなくてはいけないのかなとい

うふうに思っている現状でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 外来の記録をとる方がい

らっしゃると思いますけれども、この方というのは

どういう体系になっておりますか、賃金。 

○委員長（村上和子君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） 外来の記録をと

る方は、医師補助事務加算というのがありまして、

また、それの資格をとってきております。よって、

普通の事務の臨時職員よりも、カルテをさわれると

いう段階で、若干給与体系ではもともと改善してい

る状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 今、どこの自治体病院で

も、医療従事者の減少だとか、いろいろな課題を抱

えていて、今、大変な経営体制をとっていると。こ

こに監査委員の報告として、我がまちでも依然とし

て医療収益の減少が続く中、これらの状況下で収支

バランスのとれた経営ができるよう望むとあります

が、これらに対して課題がわかれば、どういうこと

でこうなるのか。お客さんが来ないというのは第１

でしょうけれども、そのほかにいろいろな課題があ

ると思います。それと、これをどう改善していけば

収支のバランスがとれていくのか、持っていればお

聞きしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ４番長谷川委員

の御質問にお答えいたします。 

 審査意見書のほうにそういうふうにまとめのほう

で記載されておりまして、内容といたしましては、

今、全体の経営状況も含めての御質問だと思います

が、収入からいいますと、外来につきましては、患

者さんは減少しております。２５年の長期投薬を始

めました段階で、患者数は減少するということは議

会でも何回かお話しさせていただいておりますが、

これを２４年度、長期投薬の前と比べますと、外来

でいいますと２,３００人ほど落ちているのですけ

れども、収益的にはほとんど変わってきていませ

ん。構造的には、外来はそうでもないのだろうとい

うふうに僕は思います。また、老健につきまして

も、同じ年の２４年度と比べますと５５０人ふえて

います。売り上げも４４０万円ぐらいふえている。

よって、何が落ちたかというと、入院患者です。入
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院患者は９,４００人が７,１００人まで落ちていま

すので、２,５００人ぐらい落ちているというのが

現状でございます。よって、ここの減少している状

況が５,４９０万円、入院だけでというのが一番の

ポイントだと思います。三つの収益源の中の、本来

は一番大きいところが、やっぱりこのぐらい、５,

５００万円の減少があるというのは、やっぱり収支

の中における収入の最大の状況でございます。 

 一方、支出につきましても、かなり努力いたして

はいるのですけれども、水道代などで見ましても、

やっぱり２３年度と比べると９０万円ぐらい削減し

ています。しかし、やっぱりこの収入の減少につい

ては、費用の削減が追いつかないという現状でござ

いまして、それらをどういうふうに埋めていくかと

いうことになりますけれども、やっぱり新しい診療

科目が一つ魅力的かなと。２６年の９月に閉鎖しま

したけれども、眼科はやっぱり８００人近い患者さ

んが来られていましたし、収益も上がっておりまし

た。しかし、やっぱり２６年９月に廃止した、そう

いうのでも収入の減は大きいというのがあります。

また、御承知のとおり、やはり患者さんは病院につ

くのではなくてドクターにつくということでいいま

すと、やはり院長の患者さんは非常に多いのですけ

れども、ほかの常勤の先生方は余り患者がついてい

ないというところもありまして、やっぱりそれらも

こういう大きな入院のところにひずみが来ているの

かなというのが、実際の事務方の分析からいうとそ

ういうふうなものがとれるのかなというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 診療科目をふやす必要が

あるのではないかと、事務長のあれですけれども、

それに対しての希望というか、可能性というのはど

のように捉えていますか。 

○委員長（村上和子君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） ４番長谷川委員

の御質問にお答します。 

 実際、病院の中で話しても、やはりうちの病院で

弱いのは整形です。やはりこれからは、高齢化社会

において、やはり整形外科がメインになっていくの

が基本になるだろうというふうに言われています。

しかし、整形につきましては、旭川市立病院でもい

ないのです。ということで、皆同じような高齢化社

会の中での医療の充実ということなのですけれど

も、やはりうちの外科の先生はもともと整形の先生

ではございませんので、血管外科等の先生なので、

やはり骨折とか、くじいたとか、動けないとかとい

うのは、どうしてもほかの病院に紹介するというこ

とになりますので、そこでも入院患者もぐっと落ち

てきます。よって、本当に何かのルート等があれ

ば、皆がほしがっている科目なのですけれども、や

はりそういうようなところの見直し。それともう一

つは、一般病棟は減少の一途ですけれども、介護老

健のほうは、今、満床です。待機者も８人です。

よって、一般病床と老健との間を受けるべき病棟、

今、地域ケア病棟と、国はそういうことを言ってお

りますけれども、そういう慢性期の病棟等の検討も

必要であるというふうに認識しております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 昨年度から地域プランの

計画が出されて、示されております。恐らく富良野

協会病院でも、地域ケア病棟を設置しながら、やっ

ぱり慢性期、回復期という形の中で、いろいろと患

者のニーズに合った対応をしているという状況にな

ります。 

 この計画はあるのですが、こういう方向にこの計

画では行かざるを得ない、進まざるを得ないという

状況の方針でありますから、これを具体的にすると

いうことになれば、いわゆる収入の改善も含めた地

域医療ケアのあり方という点で、やっぱり必要な内

容になってきているのだろうというふうに思います

が、この点について、具体的にまちとの協議という

のは、実際の２８年度の収支を含めた場合に、こう

いう課題があるのだろうというふうに思いますの

で、どのような協議段階に進んでいるのか、この現

状について、まずお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員

の御質問でございます。 

 富良野協会病院も地域ケア病棟を始めておりま

す。地域ケア病棟につきまして、まちとの具体的な

協議はまだなされておりません。といいますのは、

地域ケア病棟自体が施設基準がございまして、やは

りリハビリを強化するということで、町立病院でい

いますと、リハビリは、今、２名の職員なのですけ

れども、もう１名入れないとだめだということにな

ります。それから、うちの今の町立病院が行ってお

ります診療報酬の請求、それも、ＤＰＣといいます

けれども、もう一つ段階が上の請求行為をすること

でないとだめだと、かなりの条件がございます。そ

れともう一つ、これはソフトの面ですが、ハードの

面、病院の建物の中、今現在、町立病院と老健が２

階で混在しています。これは１フロアに介護老健と

病院が混在しているというのは北海道でここだけだ

と言われています。本来は、これはものが違うもの
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ですから、階層に分けて、経費も、それからそうい

う機材も全部分けるものだと。町立病院が許可を

とった以降については、全て階層別での許可しか認

められません。よって、うちの今の持っているハー

ド、建物の中では、地域ケア病棟は無理なのではな

いかなというのがございまして、まだ協議の段階に

はいっておりませんけれども、今の町立病院が抱え

ている医療と福祉の中でいうと、もう一般病棟では

退院してくださいといった患者さんが、即老健に入

れないような体制、その間、どこか待つような場所

というのが地域ケア病棟、リハビリを強くする地域

ケア病棟でございますので、それらを含めた一環性

の中でいうと、今は、これからの第６次の中におい

ての加味する案件ということで、自分のほうで検討

している、研究しているという状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 先ほどから建物も含め

て、その方向性を町長に聞いているわけであります

けれども、やっぱり地域の行きどころのない入所者

が、一時、地域ケア病棟に入所できるような環境も

ありますし、一定、収益の改善にもつながるという

ことであれば、当然、早急にこういった問題に対す

る対処というのが日程に上ってこなければならない

というふうに思います。しかしながら、具体的に

は、今の答弁を聞いていますと、まだ具体的な内容

については詰まっていないという状況でありますか

ら、この点、早急に何らかの、確かに６次の総合計

画の中に位置づけられるという話でありますけれど

も、それ以前に、前にきちっとした何らかの進むべ

き方向というのをきちっと浮かび上がらせるという

ような計画を持つ必要があると思いますが、この点

はいかがですか、町長。 

○委員長（村上和子君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 内容的につきましては、まだまだ詰める案件がご

ざいます。よって、今後、６次の中でどのように位

置づけるのか、それから、まち全体の医療と介護の

あり方、そして、マンパワーを持っている病院がど

の部分を担っていくのかという大きな問題から入っ

ていかないと、なかなか進んでいかないだろうなと

いうふうに思いますので、今後、第６次の中におい

て、それらの論議が活発に行われることを期待して

いるところでございまして、しなければ、なかなか

方向性が出てこないだろうなというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで病院事

業会計の質疑を終了します。 

 以上で、企業会計決算の認定についての質疑を終

了します。 

 説明員は、退席をお願いいたします。 

 説明員は、町長の所信表明から議場にお入りくだ

さい。 

（説明員退席） 

○委員長（村上和子君） これより、分科会ごとに

審査意見書案の作成を行います。 

 分科会ごとに審査意見書案が作成されましたら、

委員長まで提出願います。 

 会場等について、事務局長より説明をいたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 分科会の会場につきま

しては、第１分科会は議員控室、第２分科会は第２

会議室でお願いいたします。 

 今、委員長が申されました、審査意見書案の作成

が終了しましたら、議長室におきまして、正副委員

長と分科長により成案を作成させていただきたいと

思います。 

 成案がまとまりましたら、議事堂で成案の報告、

審議を行います。 

 なお、各分科会の協議時間につきましては、１時

間をめどに調整をお願いするよう、各分科長、よろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午前１０時４３分 休憩 

午後 １時２７分 再開 

─────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開します。 

 審査意見書案の整理を行いましたので、事務局長

に朗読させます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 平成２８年度決算特別

委員会審査意見書案を朗読いたします。 

 平成２９年度（平成２８年度会計）上富良野町決

算特別委員会審査意見書（案）。 

 一般会計。 

 （歳出）。 

 １、人口減少抑制のため定住・移住についてホー

ムページを充実し、お試し暮らし住宅等の環境改善

を図り、更に積極的に取り組まれたい。 

 ２、公共施設の光熱費削減のため、ＬＥＤ化等の
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エコ対策を積極的に進められたい。 

 ３、旧東中中学校及び旧江幌小学校の有効活用

と、適切な管理に努められたい。 

 ４、高齢者など交通弱者の利便性を図るため、予

約型乗合タクシーの更なる内容の充実に努められた

い。 

 ５、公共スポーツ施設の利用者の減少が見受けら

れる。住民の健康増進を図るため、利用者増に向け

た積極的な取り組みに努められたい。 

 ６、交流人口の増加のため、地域特産品やＰＲポ

イントの開発などにより、観光客誘致に努力された

い。 

 ７、がん検診の受診率向上のため、更なる対策を

図られたい。 

 ８、各種補助事業等の作業従事者の保険加入に努

められたい。 

 ラベンダーハイツ事業特別会計。 

 １、選ばれる施設となるようサービスの質の向上

と、施設整備を計画的に進められたい。 

 病院事業会計。 

 １、町全体の医療及び福祉の将来像について、施

設含め早急な対策を講じられたい。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） これより、審査意見書案

の審議を行います。 

 ただいま朗読しました審査意見書案について、御

意見ございませんか。（「委員長、済みません、

ちょっと暫時休憩いただけますか」と呼ぶ者あり） 

 暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午後 １時２９分 休憩 

午後 １時３４分 再開 

─────────────── 

○委員長（村上和子君） 再開いたします。 

 御意見ございませんか。 

 ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） 訂正がございますので、お

手元の資料６番、「交流人口増加のため、特産品の

開発等により、観光客誘致に努力されたい。」と、

ここを訂正させていただきたいのですが、よろしい

でしょうか。 

○委員長（村上和子君） どうですか、よろしいで

すか、皆さん。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） では、今のとおりにさせ

ていただきたいと思います。 

 その次、何か御意見ございませんか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ５番の、「公共スポーツ施

設の利用者の」と、「の」がダブっているので、先

の「の」を削除したほうがいいと思うことと、もう

一つが、７番目の「がん検診の受診率向上のた

め、」の、「がん検診」の後の「の」も要らないの

ではないかなと思います。この２点です。 

○委員長（村上和子君） 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 一般会計、５番目の

「公共施設利用者の減少が見受けられる。」でよろ

しいでしょうか。その後、「住民の健康増進を図る

ため、利用者増に向けた積極的な取り組みに努めら

れたい。」ということで５番を修正。 

 ７番目が、「がん検診受診率向上のため、更なる

対策を図られたい。」（発言する者あり） 

 ６番は先ほど岡本副委員長が言われましたので。 

 ６番のほうにつきましては、「交流人口増加のた

め、地域特産品の開発等により、観光客誘致に努力

されたい。」。 

○委員長（村上和子君） ただいまのように訂正さ

せていただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） ほか、ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） これでよろしいでしょう

か。 

 １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） ラベンダーハイツの関係

なのですが、「選ばれる施設となるようサービスの

質の向上と、施設整備を計画的に」と書いてありま

すけれども、これは計画の段階でなくて、もう既に

計画したってだめなので、即やってもらえるような

形の文章にしたほうがいいと思うのですが、どうで

しょうか。 

○委員長（村上和子君） どうですか、皆さん。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ラベンダーハイツに関しま

しては、年次計画で補修等の計画が出されているの

で、それはそれとして受け入れないといけないの

で、こんなような表現でいいのかなと。即改修とい

うのはわかりますけれども、将来的にもっと大改修

の、そういうことを言いたいのはわかるのですけれ

ども、これでいいのかなと。６次で見てくださいと

いうようなことも言っているし。 

○委員長（村上和子君） この文言でいいと。 

 皆さん、どうですか。（発言する者あり） 

 では、このようにさせていただきたいと思いま

す。 

 ちょっと訂正させていただきますので。 

 今ちょっと訂正しておりますので、ちょっとお待

ちください。 
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 暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午後 １時３７分 休憩 

午後 １時４１分 再開 

─────────────── 

○委員長（村上和子君） それでは、休憩を解き、

再開いたします。 

 訂正させていただきましたので、今、審議は終わ

りましたので、意見書はこのとおり決定することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、審査意見書は、ただいまの審議のとおり

と決定いたしました。 

 以上で、審査意見書の審議を終わります。 

 これより、理事者に意見書を提出しますので、こ

の間を暫時休憩といたします。 

 再開は２時とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

─────────────── 

午後 １時４１分 休憩 

午後 ２時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開します。 

 理事者より所信表明の申し出がございますので、

発言を許します。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） 決算特別委員長のお許しを

いただきまして、私のほうから所信を述べさせてい

ただきたいと思います。 

 先ほど決算特別委員長様から、平成２８年度会計

に対します本委員会の審査意見書をちょうだいした

ところでございます。一つ一つにつきまして、御説

明を賜りました。全ての事項に対しまして、私ど

も、日ごろから課題と受けとめている事柄ばかりで

ございまして、大変重く受けとめているところでご

ざいます。 

 今後、行政運営におきまして、このたび皆様方か

ら賜りました意見を今後の行政運営にしっかりと反

映させていけるように、さらに職員一丸となって取

り組んでまいりたいと存じますので、引き続き御指

導賜りますようお願い申し上げまして、所信表明と

させていただきたいと思います。 

 このたびは大変貴重な御意見を賜りましてありが

とうございました。 

○委員長（村上和子君） お諮りいたします。 

 ただいまの理事者の所信表明により、今後の町政

執行において、十分その意見を尊重し、最善の努力

をしたいとの確認が得られましたので、討論を省略

し、議案第８号平成２８年度上富良野町各会計歳入

歳出決算の認定について及び議案第９号平成２８年

度上富良野町企業会計決算の認定について、採決し

たいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、討論を省略し、議案第８号平成２８年度

上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について及び

議案第９号平成２８年度上富良野町企業会計決算の

認定についてを起立により採決します。 

 最初に、議案第８号平成２８年度上富良野町各会

計歳入歳出決算の認定については、意見を付し、原

案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は意見を付し、原案のとおり認定す

ることに決しました。 

 次に、議案第９号平成２８年度上富良野町企業会

計決算の認定については、意見を付し、原案のとお

り認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は意見を付し、原案のとおり認定す

ることに決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の審査報告書の内容については、委員長

及び副委員長に御一任願いたいと存じます。これに

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の決算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は、全部終了いたしました。 

 ここで、一言御挨拶申し上げたいと思います。 

 決算特別委員会を閉会するに当たり、一言御挨拶

を申し上げます。 

 １０月４日より３日間にわたり、精力的に、熱心

に決算審議を賜りまして、本当にお疲れさまでござ

いました。 

 今回の審査に示された委員各位の御熱意は、執行

機関、職員にとりましても、より一層住民側に寄り

添った行政執行に配慮することになると信じており

ます。 

 しかし、結果としては、各会計決算は認定すべき

ものと決しました。しかし、数項目にわたる意見書

が付されております。この意見書は最大限に尊重さ
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れ、行政の執行に当たられることを強く希望いたし

ます。 

 委員各位の御協力に対しまして、改めて厚く御礼

申し上げ、閉会の御挨拶といたします。 

 大変どうもありがとうございました。 

 これをもって、決算特別委員会を閉会いたしま

す。 

 まことに御苦労さまでございました。 

午後 ２時０５分 閉会  

 

 

 

 



― 61 ―

 

 

   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     平成２９年１０月６日 

 

 

   決算特別委員長    村 上 和 子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	20171004 上富良野町決算１号
	20171005 上富良野町決算２号
	20171006 上富良野町決算３号

